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公安委員会委員長           種 橋  潤 治 

警 察 本 部 長            佐 野  朋 毅 

 

代表監査委員            伊 藤    隆 

監査委員事務局長           紀 平  益 美 

 

人事委員会委員            降 籏  道 男 
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午前10時０分開議 

 

開          議 

○議長（青木謙順） ただいまから本日の会議を開きます。 

 

諸 報 告 

○議長（青木謙順） 日程に入るに先立ち、報告いたします。 

 さきに提出されました議案第28号、議案第29号及び議案第40号について、

地方公務員法第５条の規定により人事委員会の意見を求めましたところ、お

手元に配付の文書のとおり意見が提出されましたので、御覧おき願います。 

 次に、２月17日までに受理いたしました請願１件は、お手元に配付の文書

表のとおり、総務地域連携デジタル社会推進常任委員会に付託いたしますの

で、御了承願います。 

 なお、陳情の受付状況は、お手元に配付の一覧表のとおりであります。 

 以上で報告を終わります。 
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人委第  189 号 

令和４年２月21日 

 三重県議会議長 様 

三重県人事委員会委員長 

 

地方公務員法第５条第２項の規定による条例案に対する意見につ

いて 

 

 令和４年２月17日付け三議第311号で求められました下記の議案に対する本

委員会の意見は別紙のとおりです。 

 

記 

 

議案第28号 会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

の一部を改正する条例案 

議案第29号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案 

議案第40号 公立学校の会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に

関する条例の一部を改正する条例案 

 

別 紙 １ 

 

会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の

一部を改正する条例案及び公立学校の会計年度任用職員の報酬、

費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例案に対

する人事委員会の意見 

 

会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正
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する条例案及び公立学校の会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に

関する条例の一部を改正する条例案は、職員及び公立学校職員の期末手当の支

給割合の改正等に鑑み、会計年度任用職員及び公立学校の会計年度任用職員の

期末手当の支給割合の改正を行うものであり、適当と認めます。 

 

 別 紙 ２ 

 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案に対する

人事委員会の意見 

 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案は、育児休業、介護

休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に鑑み、

育児休業をすることができない職員についての規定等を整備するものであり、

適当と認めます。 

                                    

請 願 文 書 表 

（新  規  分） 

 総務地域連携デジタル社会推進常任委員会関係 

受理 
番号 

件  名  及  び  要  旨 提出者・紹介議員 
提出された 
定例会･会議 

請 

41 

（件 名） 

県議会議員定数の伊賀市選挙区削減の撤回を求

めることについて 

 

（要 旨） 

三重県議会議員定数の伊賀市選挙区の削減につ

いては、令和２年国勢調査確定値に基づく人口比

例に明確に反しており、かつ伊賀市民の声を聞き

ながら丁寧に議論が尽くされたものとは言い難

く、民主主義の根幹とも言える「議員定数と選挙

区のあり方」については再検討の上、伊賀市選挙

区の定数削減を撤回されることを強く求める。 

 

伊賀市下柘植1636番地 

 奥澤 重久 

（西柘植地域まちづ

くり協議会会長） 

ほか39名 

 

（紹介議員） 

山 本 里 香 

稲 森 稔 尚 

４年・２月 
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（理 由） 

三重県議会においては、令和３年５月に「三重

県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区にお

いて選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改

正する条例案」が賛成多数により可決・成立し

た。 

そのうち、伊賀市選挙区の定数については１削

減の「２」とされたところであるが、令和３年11

月に発表された令和２年度国勢調査確定値に基づ

く人口割実定数が「３」であったにもかかわら

ず、これまで減員してきた「沿岸部の都市型地

域」でもない伊賀市が、県南部地域に議席を分け

与える形となり、伊賀市民の民意を歪め、切り捨

てるものである。定数削減の検討をめぐっては、

国勢調査ではなく「月別人口統計」という精度の

低い数値が用いられ、令和３年３月に実施された

パブリックコメントに対しても全体の６割を超え

る意見が伊賀市から寄せられ、反対や疑問の声が

圧倒的多数を占めていたほか、伊賀市長の丁寧な

説明を求める声があがったものの一顧だにされ

ず、結論ありきで進められた暴挙と言わざるを得

ない。 

伊賀地域はこれまでも「伊賀に県政なし」と言

われ続け、国勢調査の数値通り３名の県議会議員

を通じて、伊賀市民の民意と山積する地域課題を

県政に反映させることは切実な願いである。さら

には、伊賀市旧島ヶ原村は新たに過疎地域に指定

され、「条件不利地域」のために議員定数を加配

するという考え方のもと、伊賀市の議席を県南部

に分配することは極めて不合理である。 

従って、議員定数の決定は民主主義の根幹をな

すものであることから「選挙区と議員定数のあり

方」については、再検討することとし、人口に比

例しない伊賀市選挙区の定数削減は撤回すること

を強く求める。 

 

 

                                    

代 表 質 問 

○議長（青木謙順） 日程第１、各会派の代表による県政に対する質問を行い

ます。 

 通告がありますので、順次発言を許します。41番 三谷哲央議員。 

   〔41番 三谷哲央議員登壇・拍手〕 
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○41番（三谷哲央） おはようございます。 

 新型コロナウイルス感染症が高止まりをしておりまして、なかなか減って

いきません。日夜、新型コロナウイルス感染症と闘っておられる医療従事者

の方々、また介護の方々、関係者の方々にも心から敬意を表したいと思いま

すし、高齢者で基礎疾患のある方が亡くなられたということでございました。

亡くなられた方の御冥福もお祈りするとともに、現在、新型コロナウイルス

感染症で苦しんでおられる方、お見舞いを申し上げたいと思います。 

 代表質問ということで、新政みえを代表いたしまして質問させていただき

たいと思います。桑名市・桑名郡選挙区選出の三谷哲央でございます。 

 今回の代表質問、ビジョン、プラン、当初予算と、大物がそろっておりま

して、なかなか質問しがいがあるなという感じがしております。まず、強じ

んな美し国ビジョンみえ（仮称）（概要案）について、お伺いしたいと思い

ます。 

 先日の御説明では、基本理念として、「強じんで多様な魅力にあふれる

『美し国』の実現」とあります。カーボンニュートラルやデジタル化の動き

への対応や、県民の皆様が生き生きと暮らすことができるようにとか、産業

の一層の振興、子育てしやすい環境づくり、リニア中央新幹線の効果を県内

に波及させるなど11項目が並んでおりまして、ここを読んでみますと、知事

の理念というよりは政策の背景とか方向性が書かれているように感じます。 

 強じんな美し国ビジョンみえは言うまでもなく、令和４年度から10年先を

見据えた県の長期ビジョンであります。県政運営の基本姿勢や政策展開の方

向性を示すのは、それはそれで非常に大切ですが、６月を目途に成案を目指

すとはいえ、その礎となる、基となる基本理念を県民の皆様方の前に明らか

にし、その基本理念に基づいての基本姿勢や政策展開の方向性を示すのが、

物事の順序ではないかなと思っておるところでございます。 

 私は、平成７年、1995年の当選組でございました。北川知事誕生と一緒に

当選させていただきました。それ以来、北川知事、野呂知事、鈴木知事と３

人の知事の下で、県議会議員として務めさせていただいておりました。一見
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知事で４人目の知事であります。 

 これまでの３人の知事は三人三様といいますか、評価はいろいろあります

が、それぞれ県政に臨むに当たって、それなりの基本理念を語っておられま

した。 

 例えば北川知事は、生活者起点の県政、県民を顧客に見立てて、その満足

度を最大化する、ニュー・パブリック・マネジメントを県政運営の基本とさ

れ、補完性の原理による県の出先機関、県民局の役割の見直し、また、この

県組織の話をちょっと後でさせてもらいますが、当時、評判になりました事

務事業評価システムの導入、また、マトリックス予算など、現在も県政運営

に生かされている、こういうような考え方に基づいて、総合計画である三重

のくにづくり宣言をつくられたわけであります。 

 野呂知事は、これはなかなか分かりづらいんですが、新しい時代の公、

ニューパブリックガバナンスと三重の文化力に基づいて県政を運営されまし

た。 

 人は、経済的な豊かさだけでは幸せになれない。むしろ物の豊かさだけで

はなく、心の豊かさや精神的なゆとり、生きがいを求めているのではないか、

これが文化力の考え方につながってまいりました。博物館なんかもこの中で

出てくるわけでございますが、多様な主体の協働が新しい時代の公という考

え方につながってくる。私自身いまだによく分かっていない部分があります

が、こういうことを基に「みえけん愛を育むしあわせ創造県」を基本理念と

して、総合計画、県民しあわせプランが出てまいりました。 

 ３人目の鈴木英敬知事、県民がアクティブ・シチズンとして積極的に参加

し、県民との協創により「県民力でめざす『幸福実感日本一』の三重」を実

現していくということを基本理念とされて、総合計画であるみえ県民力ビ

ジョンを策定されたところであります。 

 鈴木知事のやつは今ここで言うとまた叱られますが、北川知事、野呂知事

に比べるとかなり薄っぺらい感じはしますけれども、選挙のときに示された

政策集を基に一生懸命つくられたんだろうと、そういうふうに感じており
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ます。 

 そこで、一見県政の基本理念となる「強じんで多様な魅力あふれる『美し

国』の実現」、このベースになる考え方は一体何なのでしょうか。そして、

それがどのように新しいビジョンに結実してきているのか。改めて、県民に

分かるように御説明いただきたいと思います。 

   〔一見勝之知事登壇〕 

○知事（一見勝之） 先般、議会に御説明させていただきました強じんな美し

国ビジョンみえについての御質問をいただきました。基本理念、この基にな

る考え方は何なのかということであります。 

 ビジョンの10ページに基本理念を書かせていただいております。現在のビ

ジョンは概要版ですので、これから充実させていきます。先ほど議員から御

指摘いただいたようなところも含めてしっかりと議論をして、分かりやすい

ものをつくっていきたいと思っていますが、私の基本的な考え方をここで申

し上げますと、強じんな美し国という言葉に思いが込められているというこ

とでございます。 

 どういうことかといいますと、三重県は、私も三重県に生まれて育って、

外から三重県を見てきましたけど、三重県はとってもええところです。まず、

三重県がどんなにすばらしいところかということを県民の皆さんに御理解い

ただく、その上でこれをさらに発展させていく、それが重要やと思っていま

す。これから10年間、三重県政の一端につながるものとしては、そういう気

持ちが大事やと思っています。 

 その意味で、「強じんな」というところと「美し国」というところの御説

明を若干させていただきますと、三重県、「強じんな」というところは、

やっぱり大事なのは、安全・安心に暮らせる県土であるということでありま

す。三重県が、県民の皆さんが三重県で安全・安心に暮らせる、これが一番

重要であります。 

 「美し国」という言葉については、豊かさを実感しながら暮らしていける

地域だと、そういう地域にしていきたいということです。今もそうなってい
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るところがありますが、それをさらに進めたい。その際に、県民の皆さんと

一緒にそういう県をつくっていきたいと、こういう考え方で強じんな美し国

と申し上げました。さらに申し上げると、県民の皆さんが愛着を持てる、誇

りに感じる県にしていきたいというところを考えているところであります。 

 ビジョンの基本理念の第１節につきましては、三重県は古来より美し国と

して、人や物、情報の交流が盛んな地域であったということで、そういうと

ころを歴史的に、また地理の観点から、地政学的に三重県というのを分析し

ているわけです。 

 例えば、飛鳥時代から平安時代にかけましては、三重県は都の周辺にある

地域、重要な地域でありまして、そこで三重県としての特性を発揮してきた

わけであります。江戸時代は、御案内のように東海道五十三次も通っていま

した。また、おかげ参りなどで伊勢に参られる方もたくさんおられたという

ことで、非常に三重県はにぎわってきたわけであります。 

 ところが最近になりまして、戦後の高度成長期になりますと、三重県は東

京－大阪をつなぐ高速道路、あるいは新幹線のルートが外れてしまって、

ちょっと一歩奥まった場所にあるという感じですが、これがまたリニア中央

新幹線とか、それから新名神高速道路、もう既に新名神高速道路は三重県を

通っていますけれども、徐々にまた変わってきて重要な場所になってきてい

るということでありますので、そういう重要性を考えながらこれからの発展

を考えていくというのが必要なことやと思っています。 

 第２節では、国内外の情勢分析を行いまして、懸念されるリスクにどう対

応するのか、それから、チャンスに対してどう対応していくのかということ

を書いております。 

 第３節は、そういった考え方を踏まえまして、今後の県政運営の基本的な

考え方をまとめているということで、ポイントを申し上げますと、冒頭に申

し上げたことの繰り返しになりますけれども、県民の皆さんの命と暮らしを

守るための取組をしっかり進めると。三重県の魅力や競争力を高めて、あら

ゆる意味で選ばれる地域にしていくということが重要であります。 
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 特に、リニア中央新幹線の県内駅の設置が2037年には見込まれていますの

で、三重県が日本の中の成長の回廊の一部をなすわけでありますが、そのリ

ニア中央新幹線の効果を県内に全域に波及するべく取り組んでいく必要があ

るということも考えておるところであります。 

 こういった取組を進めまして、子どもや孫の世代も含めまして、県民の皆

さんが三重に愛着を持って、元気にかつ安全に暮らすことのできる持続可能

な地域を実現していくというのが、基本理念のベースになる考え方でありま

す。 

   〔41番 三谷哲央議員登壇〕 

○41番（三谷哲央） 今、知事から御説明をいただきました。なかなか県民の

方々というのは、今、知事がるる述べられたようなその長い説明を読み切っ

て、理解されるということはなかなか少ないと思います。もう少し端的に分

かりやすく、こうだというものを、ぜひこれからの議論があるんだろうと思

いますけれども、お示しいただき、県民の方々もなるほどと、一見県政の基

本はこれなんだということが分かるようにぜひ御努力いただきたいと思いま

す。 

 次の質問に移らせていただきたいと思います。 

 次に、強じんな美し国ビジョンみえ（仮称）（概要案）の中にございます、

おおむね10年先、2030年頃の展望についてお伺いさせていただきたいと思い

ます。 

 既存の様々な統計データや国の動向などを参考にしながら、国際、国内情

勢と三重県を取り巻く状況の二つに分けて展望を整理したとあり、12の項目

が並んでおります。 

 統計データへの信頼性、国のほうでいろいろございまして、今、大きく揺

らいではおりますが、それはそれとして、今は本当に大変化の時代です。と

りわけ国際社会、米中関係はもとより、今、最大の問題になっていますウク

ライナ情勢、ウクライナ全土に緊急事態宣言が発せられたという話もござい

ますし、ロシア軍が東部で独立を承認したと称する地域に駐留するという話



－62－ 

も出てきておりまして、今や一触即発といいますか、大変な緊迫した情勢に

なっております。 

 今日、明日の情勢がなかなか分からない、ましてやウクライナ情勢一つ取

り上げても、ここで大きな火種が起きますと、天然ガスですとか原油だとか、

そういうエネルギーにも大きく影響を与えてきますし、そういうところの大

きな影響というのは、当然、日本経済や本県の経済にも深刻な影響を与える

可能性があるわけであります。 

 ましてや、こういう情勢の中でこれから10年先を見通した情勢を読み解く

なんていうのは、幾ら一見知事が聡明であろうと不可能ではないかな、こう

思っておるところであります。 

 まず一つは、今、一番関心の高いウクライナ情勢、知事の今後の我が国へ

や、また本県への影響、どのように捉えられておるのか、それを１点聞かせ

ていただきたいと思います。 

 それと、もう一つ、これから６月に向けて議論を進めるに当たりまして、

国際情勢の変化、また、国内情勢の変化もこれから出てくるわけであります

が、有識者や専門家、また、県民の皆様とのお声を聞きながらまとめ上げて

いくというお話でございますけれども、これだけ大変化の時代です、どのよ

うにまとめ上げていかれるのか、その点も併せてお伺いしたいと思います。 

   〔一見勝之知事登壇〕 

○知事（一見勝之） 御質問を二ついただいたと承知しております。 

 まず、ウクライナについてであります。これは、私、外交の専門家ではな

いものですから、なかなか今後どう動いていくのかというのは難しいと思い

ますけれども、マスコミの情報などを確認し、また、安全保障の関係の仕事

を国土交通省で少しさせていただいた観点から申し上げますと、問題はやっ

ぱり大きく言うと二つあると思います。日本への影響という意味ですね。 

 一つは、御指摘がありましたやっぱり経済への影響はもう当然出てくると

思います。原油の値段、今、ＯＰＥＣの関係で高止まりしていますけれども、

ウクライナ、世界有事が始まりますと、原油の値段が当然高くなりますから、
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そういう意味でもここの影響は日本経済に出てくると思います。さらには、

もう既に出ていますけど、株価への影響も出ます。 

 それから、今後ですけど、穀物の、ウクライナは小麦、トウモロコシの一

大生産地、世界的に見てですね、ですから、場合によると、当然ですけど、

そういったものを使っている食品への影響も当然出てくる。一つは経済への

影響ですね。 

 もう一つは安全保障上の問題、影響も出てくると思います。ロシアが今や

ろうとしているのは、アメリカもヨーロッパも制裁をしています。日本も制

裁をするということで総理も発言されましたけれども、ロシアがやろうとし

ているのは、国際法を無視した力による現状変更であるということでありま

す。 

 重要なのは、やっぱり法の支配の下であらゆる行動をしていかなきゃいけ

ないということなんですが、ロシアは法の支配を無視して実力行使をしてい

るということでありますから、ある意味、ウクライナの主権の侵害をしてい

るわけでありますが、ここでアメリカがどういう反応をするか、ヨーロッパ

がどういう反応するかということは、全世界が注視しているわけであります。

日本もその例外ではなくて、力による現状変更という意味でいうと、隣の国

が尖閣諸島に日々公船を送ってきているというのがありまして、これはもう

まさに力による現状の変更をしようとしておるわけでありますので、仮に今

回のウクライナがロシアの考えているような力により現状変更できるという

ことになると、そうすると日本も影響を受ける可能性があります。台湾もそ

うです。尖閣諸島もそうです。そこもしっかりと見ていかないかんと思って

います。 

 ２番目の御質問をいただきましたが、おおむね10年先の展望、これは、私、

聡明でも何でもない浅学非才の人間でありますので、やはりここをどうする

のか非常に難しい問題です。今、そういう意味では、日本だけではなく世界

中で10年先どうなっていますかと聞かれて、明確に答えられる人はいないと

思います。取りあえずの想定を置いて、それをつくって、それに向かって三
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重県政をどういうふうにやっていくのかって議論せざるを得ないんですけど、

そうはいっても、実はまだ前回お示しした概要は県庁の中で議論しただけな

んです。これ、とっても自信がないところでありまして、これを外部の意見

を聞いて、これから三重県民の皆さんに県政運営をこうしていくんですよと

いうことであれば、その基礎となる部分でありますので、ここはきちんとし

たものを有識者の声を聞いていかないといけないと思っています。 

 やはり何よりも県民の役に立つビジョンにするということが重要でありま

して、そういう意味では、県議会の皆さんの御意見もしっかりと受け止めた

いと思っています。御意見をいただきたいと思っています。 

 内容は、やっぱり充実せんものをつくっては県民に申し訳ないと思ってい

ますので、県内外の有識者から専門的な知見で御意見をいただいて、先ほど

申し上げました県議会の皆さんからも、それから、市、町の皆さんからの御

意見も、県民の皆さんからもしっかりといただきたいと考えています。 

 たとえ時間がかかっても、丁寧に議論してまとめなきゃいけない部分とい

うのはあると思っておりますので、可能な限り皆さんの意見をいただいて、

その時点において妥当なものをつくっていきたいという思いであります。 

   〔41番 三谷哲央議員登壇〕 

○41番（三谷哲央） 今の時点で一番妥当なものをつくり上げていくというお

話であります。 

 このビジョンですとかプランというのは、議会で議決をするものなんです。

いわゆる議決対象の案件です。議会の議決というのは非常に重たい。重たい

ですが、やはりこれだけ先がなかなか見通せない難しい時代で、内外の情勢

が、今、知事が考えられている、または有識者の方々、または専門家の方々、

県民の方々、市町の方々の御意見を聞いた上でつくり上げられたものであっ

ても、その前提が大きく変わるようなことがあれば、もう一旦10年先のもの

をつくって議決をしたんだからということで、これから10年間変えないとい

う選択肢は僕はないと思っていまして、もし大きく前提条件が変わるという

ことならば、知事は勇気を持ってそれを変えていく、改定をする、もちろん
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議会の理解も要りますし、県民の皆さん方の御理解も要る、それが前提です

けれども、十分な説明と理解があればそれを変えていくというその決意があ

るかどうか、改めて聞かせていただきたいと思います。 

   〔一見勝之知事登壇〕 

○知事（一見勝之） このビジョンというのは、これから10年間、県議会の皆

さんと一緒に県政運営を私どもがやっていくに当たっての羅針盤みたいなも

ので、重要なものであります。これが変わってくるということになれば、そ

こはやっぱり見直していく必要もあると思っています。 

 これに基づいて、毎年毎年の行政を展開していくわけでありますので、変

わっていっているのに、そこを全然いじらずに毎年の県政を変えていくとい

うことにはならないと思います。 

 そういう意味でも、今までの長期計画も変えてきているところはあると思

いますし、それに応じて、今回それと同様に我々も変えていくものは変えて

いくと思っています。 

 ただ、10年間の大きな計画ですので、その都度その都度、細かい修正をす

るかどうかということになりましたら、また、そこは御相談させていただき

ながらということで、考えているところであります。 

   〔41番 三谷哲央議員登壇〕 

○41番（三谷哲央） 変えるときは十分な説明と県民の理解というのが前提に

なりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 このおおむね10年先の展望というこの記述の中で、主観的、断定的という

そういう部分と、客観的、解説、説明な部分があるのではないかという声が

あります。 

 例えば安全保障の項では、安全保障のリスクが増大し、覇権争いや技術流

出、サイバー攻撃、希少資源の確保などが問題になっており、デカップリン

グが予想される分野の慎重な見極めが必要になると、こういうふうに非常に

力強く書かれているわけですが、一転、経済の項では、見込みであり、期待

されており、予想されるという、こういう書きぶりに変わっていくわけです。 
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 一部の方ですけれども、知事の得意な分野は自信を持って書かれています

が、あまり得意でないところというのは一般論に終始しているのではないか

という指摘をされる県議会議員もおりますので、その辺りのところの御所見

をお伺いしたいと思います。 

   〔一見勝之知事登壇〕 

○知事（一見勝之） 先ほどの御質問で、やっぱりビジョンを変えていくとき

には、おっしゃるように丁寧に説明して、分かりやすく御説明するのが大事

だと思っております。 

 それからビジョンの文末の表現でありますけど、私も経済官庁で仕事して

いましたので、経済の部分の自信がないかというと、それは全体において自

信があるとはなかなか言いにくいところでありますが、安全保障をやったの

は35年間の中でごく一部でありますので、むしろ経済のほうをきちんと書か

ないかんのかもしれません。 

 あの文末は、いろんなデータを持ってきまして、なるべく客観的に書いた

つもりなんですけれども、安全保障は非常に難しいんですけど、経済はそれ

以上にいろんな要素が絡んで大きく動いていくものでありますので、した

がって、ああいう書き方にしているところであります。 

 ただ、今後、議論をまた深めていきます。先ほど申し上げましたように、

県内外の有識者の方々にお話も聞いていきますので、検討を進めていく中で

さらに整理を進めていきたいと考えております。 

   〔41番 三谷哲央議員登壇〕 

○41番（三谷哲央） ぜひお願いしたいと思います。 

 次に、みえ元気プラン（仮称）について、お伺いさせていただきたいと思

います。 

 みえ元気プランは、今後の三重の成長戦略として、強じんな美し国ビジョ

ンみえ（仮称）の基本理念でございます「強じんで多様な魅力あふれる『美

し国』」の実現に向けて推進する取組内容をまとめた、５年間の中期の戦略

計画であります。 
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 そして、令和８年の５年先を展望して実現を目指す三重の姿として、大規

模災害への備えをはじめ12の観点をお示しになりまして、そのための取組を

新型コロナウイルス感染症への対応など７つの挑戦と、このように銘打って

まとめていただいております。 

 まさに、今、議論はこれからなんでしょうけれども、令和８年の三重県の

姿、みえ元気プランで目指す三重の12の観点にはもう書かれてありまして、

それを実現するための７つの挑戦にはない、そういう項目を挙げてみますと、

ものづくり産業、中小企業の振興、農林水産業の振興、共生社会の実現、つ

まり産業政策と多様性・共生の項が見当たりません。 

 ７つの挑戦の中には、脱炭素をチャンスと捉えた産業振興との文言がござ

います。脱炭素、これだけで産業政策、全部包括するということは恐らくで

きないと思います。 

 知事が、今回、四日市市だとか経済団体等々と一緒に四日市市のコンビ

ナートの振興を目指して新しく検討会を立ち上げられたと、これは大いに評

価させていただきますが、これだけでは産業政策ということにはならないと

思います。 

 みえ元気プランの中にある12の観点と、生ぬるいものもドライブかけるん

だとおっしゃっています７つの挑戦、今まで鈴木県政の下で生ぬるかった部

分にドライブをかけていくんだと私は理解しておりますが、それを七つのと

ころに絞り込んだ考え方、それが今後の行政展開の中にどう注力されていく

のか、その辺りのところの御説明をいただきたいと思います。 

   〔一見勝之知事登壇〕 

○知事（一見勝之） みえ元気プラン（仮称）ですけれども、先ほどの10年間

の期間で県政の運営を示しましたビジョン、これを受ける形で５年間、今後

５年間でどういうものをやっていくのかということで、ビジョンの前提とし

て策定をしていくものであります。 

 プランの第１章では、強じんな美し国ビジョンみえ（仮称）で示しました

10年間、この展望を踏まえて特段の取組を行わなかった場合どうなるかとい
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うこと、三重県の姿を示しておりますし、取組を行ってそうするとどういう

形になっていくのかということも書いておるわけでございまして、それは、

今、県政のあらゆる分野を網羅する形で12の項目を挙げさせていただいてお

ります。 

 第２章は、その中でやはり、今、三重県としてすぐにやらなければいけな

いのもの、力を入れてやっていかなきゃいけないもの、今までやってきたや

り方が間違っているというわけではありませんが、さらに注力してやってい

かなきゃいかんというところを掲げております。 

 したがって、今までしっかりと行政は展開してきていますので、今までの

やり方で、もちろんそれは時宜に応じて力をさらに加えていくところはあり

ますけれども、そういうものは取りあえずここには入れていなくて、７つの

挑戦という言葉が表しているように、大きくパラダイムといいますか、考え

方を変えてでもやっていかなきゃいけないというものを、ここに挙げさせて

いただいております。そういう意味ではドライブをということで、議員から

も御指摘を頂戴しましたが、積極果敢に対応しなきゃいけないところがござ

います。 

 ただ、この分野についても、これから多くの方々の御意見も頂戴しながら

まとめていきますので、その中で新たな分野というのも考えなきゃいけない

かもしれないです。そういう前提でお話をさせていただきたいと思います。 

 これを選んだという、先ほど御質問いただいた１点目につきましては、私

どもで中で議論していて、三重県が今この課題に対応しないと、三重県の発

展というのは相当苦しくなるというものを七つ選ばせていただいたというも

のでございます。 

 ２点目に御質問いただいた、今後どのようにやっていくのかということで

ありますけど、このみえ元気プランは５年間の方針を示すものでありまして、

それを受けて、毎年の行政展開方針で予算と連動しましてつくっていくとい

うものでありますので、具体的にはこのプランの１ページ目を書かせていた

だいていますけれども、５年間の計画をつくるみえ元気プラン、それを受け
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た毎年の行政展開方針、その中で何を進めていくかというのをさらに絞り込

んで、記載させていただきます。 

 もちろんその中にはこの７つの挑戦だけではなくて、今まで営々として

やってきた取組も当然入っています。そういったものを基にして、私どもは

行政展開をしていきたいと考えているわけであります。 

 いずれにしましても、県民の視点に立ちまして、県民のために必要な施策

を、先ほど議員からも言われましたが、きちんと説明しながら、スピー

ディーに展開していきたいと考えているところでございます。 

   〔41番 三谷哲央議員登壇〕 

○41番（三谷哲央） ぜひ県民に分かりやすいように、もちろんいろいろな施

策の中で、今、特にこの５年間注力しなきゃいかんというところが、７つの

挑戦として出てきているんだろうと思いますので、お願いしたいと思います。 

 今回、いろんな御意見をいろんな方に聞いていますと、７つの挑戦のイの

一番に新型コロナウイルス感染症への対応が挙がっていますが、これから５

年先まで新型コロナウイルス感染症ですかというような疑問を持っておられ

る方もあります。これが当初予算の、先ほどお話のありました今後の行政展

開方針の中で新型コロナウイルス感染症の対応というのがイの一番に挙がっ

てくると、これはもうこれでいいと思いますが、やはりこの５年間の計画の

中ではおかしいんじゃないかと。ましてや５年先、今さら新型でもあるまい

というようなお声がありますが、どうなのかと。むしろ新興感染症対策とい

うふうに変えたらどうなんだというようなこともございますし、また、脱炭

素や観光、こういうのも大切なのは分かりますが、例えば、今、私どもがリ

アルに直面している貧困だとか格差だとか分断だとか、こういうことこそ挑

戦すべき課題ではないかというお声もありますが、この点いかがでしょうか。 

   〔一見勝之知事登壇〕 

○知事（一見勝之） みえ元気プラン（仮称）の中で、７つの挑戦の１番目に

新型コロナウイルス感染症等への対応ということで書かせていただいていま

す。 
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 今、目下の最大の県政の課題というのは新型コロナウイルス感染症対応で

ありますので、まず、これを掲げようということで書かせていただいたもの

でありますが、御指摘のように、その中の取組方向の４番目のポイントのと

ころに新興感染症の発生に備えなきゃいけないというのも書いております。 

 ですから、この５年間の中で新型コロナウイルス感染症の扱いはどうなる

かって、まだこの時点においては見通せませんので、ちょっと役人ぽくて申

し訳ないですけど、新型コロナウイルス感染症等ということで入ってはいる

んですけど、そんなことを言うても県民の皆さんに分からないやないかとい

う御指摘もあろうと思いますので、そこはどういう書き方が一番県民の皆さ

んに理解していただきやすいかということで、表現を考えていきたいと思っ

ているところであります。 

 また、貧困の問題、子どもの貧困問題も当然大きな課題として出てきてお

ります。これには日々対応しているわけでありますけれども、いじめ問題も

そうですし、そういったものは実は中で書かせていただいておりますけれど

も、項目としてどんな形で上げていくかというのは、また御相談もさせてい

ただきたいと思っていまして、私ども、その問題も非常に大きな問題だと考

えているのは事実でございます。 

   〔41番 三谷哲央議員登壇〕 

○41番（三谷哲央） ぜひそういうところも含めて柔軟に御検討をお願いした

いと思います。 

 次に、三重県行政展開方針についてお伺いさせていただきたいと思います。 

 三重県行政展開方針は昨年度までの経営方針に、ほぼニアリーイコールで

当たるものではないかなと理解しております。そこで、この行政展開方針に

ついてお伺いさせていただくんですが、令和３年度の三重県経営方針と、今

回示されました令和４年度の三重県行政展開方針を比べてみますと、大きく

違うのは昨年度の経営方針では触れられていなかった国際経済情勢が新たに

書き加えられたこと、さらに、人口減少対策が大きく取り上げられて、令和

４年度を人口減少対策元年としたことが挙げられると思います。 
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 そして、注力する取組として三重とこわか国体・三重とこわか大会を成功

させるというこの項がなくなったのは当然としますが、「『未来への希望』

『挑戦』を大切にする三重」というのが、「未来を拓くひとづくり」に変

わったということであります。 

 今回、示されました三重県行政展開方針に、新たに国際経済情勢が書き加

えられたことの意図と、それから、希望、挑戦という前回の経営方針にござ

いましたのが「未来を拓くひとづくり」、この「ひとづくり」に変わったと

いう、この「ひとづくり」に込められた知事の思い、お考えがあればお聞か

せいただきたいと思います。 

   〔一見勝之知事登壇〕 

○知事（一見勝之） 三重県行政展開方針でありますけど、これは10年間の強

じんな美し国ビジョンみえ（仮称）、それから５年間のみえ元気プラン（仮

称）を受けて、単年度の行政をどういうふうに展開していくかということを

書いているものであります。 

 御指摘いただいたような国際でありますけど、先ほどウクライナのお話も

御質問いただきました。県の政策を考える上で、国際情勢と切り離されて県

政を運営できるというのは、全くないと私は思っています。 

 当然、三重県だけのことを議論してもしようがないわけでありまして、日

本だけのことを議論してもしようがない、今はもうＩＴはかなり進んでおり

ますし、それから、経済はもうグローバル化しております。先ほどの穀物の

話もそうですし、株価の話もそうです。国際社会との関係を考慮せんで、県

の方針を考えることはできないやろうということで、県庁の人たちとも議論

しまして、そういう形で今回国際を入れさせていただきました。 

 これは、何も国際についての問題をどうこうしようということではなくて、

国際の問題がどんな形で三重県に影響を及ぼすんやろうと、及ぼしてきたと

きに、やはりそこをリスクとして捉えて対応せなきゃいかんところは、早め

早めに対応する必要があると。それから、チャンスであれば、早めにこれも

手を打っていく必要がある。 
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 例えば、カーボンニュートラルというのは、ほっておいたらリスクになる

わけでありますけれども、早めに対応していけば、場合によると10年先とは

言えませんけど、20年先、30年先に、三重県に重要な産業を創り出していく

ことになるかもしれないというところもございまして、そういう意味で国際

というのを書かせていただきました。 

 国際は必ずしもリスクだけではありません。リスクという意味では先ほど

のウクライナもそうですし、今はもう民主主義国家群と専制主義国家群の対

立というのが鮮明になってきていますので、これらの対応を間違えると三重

県もまずいということになると思います。 

 それから、ＲＣＥＰございます。アジアで世界で一番大きな自由経済圏が

できます。これにどう対応していくかということも、三重県の産業、大きな

柱であります情報の機器の製造、あるいは自動車の関係もＲＣＥＰの影響を

必ず受けますので、それから観光もそうです、そういったものを考えながら

今後の行政展開を考えていこうということで、国際をまず頭に置かせていた

だきました。 

 それから、「未来を拓くひとづくり」であります。先ほど御指摘いただき

ました、例えば貧困でありますとか、格差だとか、子どもにとっては厳しい

状況があります。それだけではなくて、いじめの問題もありますし、児童虐

待、子どもの貧困、それからヤングケアラー、様々な課題がございまして、

対応していく必要があるだろうと思っています。 

 やはり現在の三重県は、皆さんや私たちの世代が頑張って支えているんで

すけど、あるいはもっと若い世代も支えていますけど、三重県の未来は子ど

もたちの肩にかかっているわけです。その子どもたち、伸び伸びと豊かに

育っていくということが重要でありますので、ここで「未来を拓くひとづく

り」と書かせていただいております。 

 さらには、県外の大学に進学した人が、戻ってきてもらうという施策も重

要やと考えております。そういう意味では、御質問にもありました人口減少

というところも対応していかなきゃいけない部分でありまして、これは静か
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な脅威と、私は申し上げておりますけれども、目に見えないものですから、

人口減少の痛みというのは、でも、確実に20年後、30年後、いや、もっと10

年後に出てきますので、それらの対応も必要であるということで、未来を拓

くひとづくりの中にそういったものも入っているところでございます。 

   〔41番 三谷哲央議員登壇〕 

○41番（三谷哲央） 人づくり、ぜひ力を入れてやっていただきたいと思って

います。まさに、ここに三重県の将来がかかっていると言っても過言ではな

いと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。 

 次に、さきの２月17日に知事提案説明を聞かせていただきました。この知

事提案説明に関しまして、１点お伺いしたいと思います。 

 知事は提案説明の中で、安心・安全の確保で、温室効果ガス削減のための

国際枠組みであるパリ協定の本格運用に伴い、国内においても2050年脱炭素

社会の実現に向け、地球温暖化対策推進法や国の計画が見直されていますと。

こうした国内外の動きを捉えて、三重県地球温暖化対策総合計画の見直しを

行うと述べられましたが、この総合計画は昨年３月に改定されたばかりであ

ります。 

 確かにその改定時には、みえ県民力ビジョン・第三次行動計画との整合性

を図るとなっておりますので、今回、新しい強じんな美し国ビジョンみえ

（仮称）、みえ元気プラン（仮称）が策定されるということになれば、見直

しにも一理があるかなと思います。 

 どこをどう見直していくのか、また、そこに書かれております削減目標で

ございます、2030年度における三重県の温暖化効果ガス量を2013年度に比し

て30％削減、県庁において40％削減も併せて見直すのかどうか。 

 また、この計画が、一昨年改定された三重県環境基本計画の個別計画とし

ても位置づけられておりますが、じゃ、三重県環境基本計画はそのままにし

ておくのかどうか、この点も併せてお聞かせをいただきたいと思います。 

   〔岡村順子環境生活部長登壇〕 

○環境生活部長（岡村順子） 三重県地球温暖化対策総合計画と三重県環境基
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本計画の見直しについてお答えいたします。 

 昨年３月に策定いたしました三重県地球温暖化対策総合計画では、国の温

室効果ガス排出削減対策に加えまして、県独自の対策を取ることで、国の温

室効果ガス排出削減目標26％をさらに４％上回る30％といたしました。 

 特に、三重県独自の取組として加えた主なものとしましては、三重県地球

温暖化対策推進条例に基づく大規模事業所の自主的取組への支援や、三重県

新エネルギービジョンの目標に沿った再生可能エネルギー導入促進等による

削減がございます。 

 一方、国内外で脱炭素の動きが加速する中、国は昨年10月に地球温暖化対

策計画を改定しまして、新たな目標である46％削減を達成するための対策を

示していただいたことから、これを受けて、県においても計画の改定に向け

て検討を始めております。 

 改定におきましては、新たに示された国の対策に加えまして、この間の取

組の進展などを踏まえながら、さらに県でも独自の取組を積み上げて新たな

削減目標を設定するとともに、県庁における削減目標についても見直す方向

で考えているところでございます。 

 加えて、計画の改定に際しましては、法改正で新たに規定された、市町が

認定する再生可能エネルギーを利用した脱炭素化に貢献する事業を促進する

区域を設定するための環境配慮基準などを定めることについても、検討する

こととしております。 

 これら計画の改定内容につきましては、今後、三重県環境審議会に学識経

験者等で構成されます検討部会を設置して、検討を進める予定としておりま

す。 

 なお、上位の計画でございます三重県環境基本計画につきましては、

ＳＤＧｓの考え方を取り入れて、2050年における脱炭素社会を見据えた

2030年度のあるべき低炭素の社会の姿として、その構築に向けた取組方向を

示しております。 

 もちろん必要があれば対応することにはなりますが、今のところ、今回の
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地球温暖化対策総合計画の改定内容は、目標の見直しや取組の追加などによ

るもので、環境基本計画の見直しにつながるような変更はないものと考えて

おります。 

 引き続き県民、事業者、市町など様々な主体と協力、連携しまして、脱炭

素社会の実現に向けてオール三重での取組を推進してまいります。 

   〔41番 三谷哲央議員登壇〕 

○41番（三谷哲央） 目標を見直していただけるということで、さらに上積み

していくってなかなか勇気があるというか、前に一歩進めていくような計画

の見直しにつながってくるのかなと思っています。 

 まさに時宜を得たということではありますが、それだけに相当努力を積み

重ねていただかなければ実現がしないのか、計画だけに数字が躍ってもそれ

が実現しなければ何もなりませんので、ぜひ今後の御努力に期待させていた

だきたい、このように思います。 

 次に、令和４年度組織改正についてお伺いさせていただきたいと思います。 

 今回、多様な行政ニーズに的確に対応するためとして、人口減少対策、産

業振興、災害即応・連携体制の強化、ゼロエミッションプロジェクトの推進、

児童相談体制の強化、スポーツの推進、新型コロナウイルス感染症対策のさ

らなる推進など、七つの課題に関わる組織を改編するほか、戦略企画部の機

能強化のために秘書業務を総務部に移管するということであります。 

 ここで挙げられましたそれぞれの課題、現在、県政が直面している極めて

重要なものばかりでありまして、その機能強化を図ることには異論はござい

ませんが、組織を変えただけで組織目的が達成できるものでもございません

し、まさにこういう組織改編というのは目的達成のための第一歩であると、

このように理解をしております。 

 まず、知事のこれら一連の組織改正に込められました意図といいますか、

思い、目的を改めてお伺いさせていただきたいと思います。 

   〔一見勝之知事登壇〕 

○知事（一見勝之） 議員が御指摘いただいたように、組織をつくっただけで
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もう物事が終わるというわけでは全くありません。組織は物事を前に進めて

いくためのある意味ツールでありますが、このツールのつくり方も大事なこ

とは実はこれも言うまでもありませんで、物ができていないと前に進めるこ

とができないというわけであります。 

 私は国の行政機関で働いてまいりまして、組織の業務もかなり長いことや

らせていただいたんですけど、組織の考え方というのは様々な課題に的確に

対応すると、一言で言うとそれだけの話でありますが、分類をするとすると、

二つのことがあるかなと思っています。 

 一つは、新しい課題というのはどんどん出てきますので、それを旧来の今

までの組織で対応できるかというと、やっぱりできやんところがあるんです。

課が二つに分かれて、三つに分かれたりして、それぞれでお見合いしてしも

うて、うまいこと進まんということもありますので、そういうときは新しい

課をつくって整理していくというのも重要であります。そのときに、今まで

やっておった課の業務をそこに集めるわけですから、今までの課の業務は変

わってくると、こういうことであります。 

 もう一つは、例えばある課とある課の間でどっちがやるのか分からん、ポ

テンヒットみたいな仕事はやっぱりようあるわけでありまして、そのときに

は間に入っている間仕切りを変えることによって責任を持つ課を明確に決め

ると、新しい組織をつくるというのと今までの組織の担当している仕事を変

えると、この二つが大きな組織の変更のポイントやと思っています。 

 今回、発表させていただきました組織改正のポイントは、要因というんで

すかね、体制、人員というんですか、定員というのも含めまして申し上げま

すと、大きく、先ほど御指摘いただいた項目に力を入れてこれから県政を運

営させていただくという意味を込めまして、組織と、それから定員の充実を

しているものであります。 

 最初に出てきています人口減少対策は先ほども申し上げましたけれども、

三重県にとってこのままほっておいたら大変なことになると。ただ、何らか

の手だてを打っていけば人口減少が止まるということはないとは思いますけ



－77－ 

れども、その減り方を緩やかにすることはできるし、発展を継続していくこ

とができるというので重要であります。そこに新しい課をつくりますし、ま

た、要員、定員も増員をします。 

 さらに、観光行政もこれから三重県が行政展開をしていく中で、あるいは

発展を考えていく中で、非常に重要な鍵になる分野でありますので、ここに

も増員をしています。 

 さらに災害対応、これも強じんな美し国の強靱なる部分ですけれども、三

重県の人たちが安全・安心に暮らしていくという意味で非常に重要ですから、

ここも課を新設いたしますとともに、要員を増やしておるわけでございまし

て、同様に「ゼロエミッションみえ」プロジェクトと書いてありますけれど

も、カーボンニュートラルの関係、ここも定員を増員しているということで

す。 

 いろんな仕事がぎょうさんありますので、本当は全部に増員できたらいい

んですけど、それはやっぱり県民の税金を使って私ども仕事をしている以上、

仕事の選択と集中も必要だと思っています。 

 まずは今、頑張ってやっていかなきゃいけない、ドライブをかけてやって

いかなきゃいけないものに集中して、その仕事が仕上がったらまた次という

ふうに考えていくということが、重要だと思っております。 

   〔41番 三谷哲央議員登壇〕 

○41番（三谷哲央） 先日、前の地域連携部長で、今、三重県商工会連合会の

専務理事をされています大西さんが来られましたので、大西さんがおらんよ

うなったら途端に地域連携部の課も増えて組織強化が図られたよと言いまし

たら、今までは部長が優秀やったのでそんな課を増やさんでもよかったんや

と、こういうふうにおっしゃっておりました。 

 大西さんが優秀であったかどうかは別として、組織機構をいろいろと動か

していく上ではやはり人なんですよね、最後は。やはり人が、人材が十分に

育成されて、その組織をきちっと十二分に動かせるという体制でなければ

やっぱり組織というのは動いていかない、こう思っていますが、今回、組織
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改正の議論はありますが、人材育成の話があまり聞こえてこない。 

 組織改正と人材育成はセットだと思うのですが、今回の組織改正案は人材

の育成についてあまり語られておりませんが、人材育成をどのようにお考え

なのか、聞かせていただきたいと思います。 

   〔一見勝之知事登壇〕 

○知事（一見勝之） 組織をつくっただけではものは動かんと先ほど申し上げ

ましたけど、何より大事なのは、おっしゃるように人材です。幾ら立派な組

織をつくっても、そこで働いている人の士気が上がらんということでありま

すと、それはやっぱりいい仕事はできません。 

 私は民間でも働いてまいりましたけど、役所でも働いてきましたけど、そ

の経験で申し上げると、やっぱり人がしっかりとしていないと、いい仕事は

できないと思っています。 

 さらに申し上げると、やっぱり修羅場というんですか、大変な仕事を経験

してくると人間は育つと思います。ただ、その人には、やっぱり限度があり

ますので、限度を超えて仕事をさせるということになると、それは肉体的に

も精神的にも耐えられなくなるので、そこの頃合いを見ながら、ある程度負

荷をかけて人を育てていくというのは、非常に重要なことだと考えていると

ころです。 

 人材育成に関して申し上げますと、我々が若い頃、役所に入った頃は、人

の仕事を見て盗めとか、議員も同じようなことを言われたことあるんじゃな

いかなと思いますけれども、教えてもらわんでも自分で仕事を考えろと言わ

れましたが、私自身はそれは効率的ではないなと、合理的でもないなと思い

ます。 

 したがって、職場での学び、ＯＪＴもとっても大事だと思いますが、それ

以外にやはり研修をしたりとか、あるいは異なった仕事の文化、あるいは異

なった仕事を経験できる出向とか派遣、こういう人事制度は非常に大事だと

思っています。 

 三重県では三重県職員人づくり基本方針というのがありまして、コンプラ
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イアンス、チャレンジ、コミュニケーションを掲げて人材育成に取り組んで

いるところであります。現在、一定の成果が出ていると私も考えております

けれども、これは常にやはり見直しをしていって、その時点、その時期に

合った人材育成をいかにつくっていくか、これが重要ですので、また皆さん

とも御議論させていただきながら、つくり上げていきたいと考えております。 

   〔41番 三谷哲央議員登壇〕 

○41番（三谷哲央） 修羅場をくぐって人材が育成されるということならば、

県議会議員なんていうのは選挙という修羅場をくぐってここに出てきており

まして、無投票という人もおりますけれども、それなりのものだと思ってお

ります。 

 組織、人材も大事なんですが、もう一つ、ぜひ御検討いただきたいなと

思っていますのが、今は令和５年度に向けて組織機構の在り方を検討するた

めの会議を設けるということで、庁内で検討を進めるということになってお

ります。その検討項目の中に県の出先といいますか、地域機関の在り方をぜ

ひ御議論いただきたいと思っております。 

 県の地域機関といいますのは、県民と直接ふれあう場でありまして、市町

などの基礎自治体とも大きく関わってくる場面が多い。その意味からも、県

民が県政を一番身近に感じるのが地域機関、出先なんです。それだけに、今

まで県の出先の在り方、地域機関の在り方というのは、歴代知事の考え方、

政治哲学が、ある意味、色濃く出てきている場でもございます。 

 例えば、北川知事のときは、公的関与の考え方に従って、住民サービスは

最も住民に近いところで意思決定するのがいいよということで、県の出先で

ございます県民局に一定の財源、権限を与えて、市町からの窓口を専ら県民

局が担うというような体制になりました。 

 しかしながら、市町との窓口を専ら県民局が担っているということもござ

いまして、知事と市町村長との関係が風通しが悪くなったというようなこと

があって、野呂知事のときには、県民局から土木行政を本課のほうに戻すと

か、いろいろ本庁のほうの権限を逆に大きくしてきたというようなこともご
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ざいました。 

 また、鈴木知事のときになりますと、東日本大震災の直後ということもご

ざいまして、今までの県民局を地域防災総合事務所、こういう名前に変えて、

そこの所長は危機管理地域統括監を兼務するということになりました。 

 この危機管理地域統括監の役割、権限というのは、いまだに私よく分かっ

ておりません。一説によりますと、市町の防災担当者の会議のときの司会進

行役だという話もございますが、かなり当初の設置目的とは違うものになっ

ているのではないかなと、そんな思いがしております。 

 今回、令和５年度に向けて、組織機構の在り方について検討するための会

議を設けるということでありますが、ぜひ知事の基本理念、先ほどいろいろ

おっしゃいましたが、そういうことの具体化としての県の地域機関の在り方

の議論も進めていただきたいなと思っています。 

 例えば、本年度が人口減少対策元年ということならば、その人口減少対策

の一線を担う市町の声等もしっかりとお聞きいただいて、地域機関がどうあ

るのが一番いいのか、こういうふうな議論もぜひ進めていただきたいと思っ

ております。 

 若手職員の意見を聴いてボトムアップでやるんだと、この前、お話があり

ましたが、市町の意見や現場で苦労されている方々の御意見も十分に考慮さ

れて、御検討いただければと思っておりますが、改めてお考えをお伺いした

いと思います。 

   〔一見勝之知事登壇〕 

○知事（一見勝之） 私は国の行政機関で働いてきて、組織の仕事もさせてい

ただきましたけれども、そのときに考えておりました、自分で考えておりま

すのは、やっぱり大事なのは、そこの組織で働いている人が働きやすい組織

にしなきゃいかんというのは、一番重要なことだろうなと思っています。 

 でも、それよりももっと大事なのは、国の行政機関といったら国民のため

に働ける組織なんかどうか、そこが重要であります。これは県でも全く同じ

ではないかと、私は今考えているところでありまして、御指摘いただいたよ
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うな知事の政治哲学で大事な組織を本当にいじっていいのかなというのは、

今回の組織改正をやるに当たっても県庁の職員の皆さんとよく議論して、こ

の課題が三重県にとって必要やよねと、ほんだらやっぱりこういう組織、今、

欠けていると違うかなと、それをつくったほうがええと思うけどどう思いま

すという話で、実は改正させていただいたという思いが私自身にはあります。 

 これからも同様でありまして、平成３年に実は国の組織、運輸省時代です

けれども、組織改革をしまして、そのときに私も担当していたんですけど、

やはりこれからの組織を担っていく若い人間、その人たちが今どう考えてい

るのかということを意見をやっぱり集約して、これからその人たちが働きや

すい組織にしていかないかんという意味で、私は令和５年度に向けて県庁の

中に検討体制を設けて議論してほしいということを言っております。 

 そういう形のものをつくっていき、当然、若い人たちの意見だけではなく

て、今まで行政経験をしている部長、課長、そういった声も含めて、一番い

い組織というのはどういうものかというのを、つくり上げていきたいと考え

ているところであります。 

 当然、その前提になりますのは、市町の皆さんの声もあると思います。さ

らには、県民の皆さんが、こういうふうな課題があるんやけど、それに対し

て対応してくれへんねやと、何とかしてくれへんかなという声があったら、

それに対応できるような組織もつくっていかないかんと思っているところで

ありますので、そういう議論する場でしっかりと、時間はかかりますけれど

も、知事の思いつきだけでこうやこうやって、今までの知事がそんなことを

されてきたとは思いませんけれども、ああやこうやということは私は控えた

いというふうに。ただ、今すぐに対応せないかんものは、この４月からもう

どんどんやっていかなきゃいけないので、組織改正をさせていただくという

ことであります。 

 それが一番分かりやすく出てくるのが、地方組織やと思います。私も国に

いるときに、名古屋のいわゆる出先というふうに言いますが、地方局で勤務

をした経験もありまして、地方局のメリット、デメリットというのはある程
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度分かっているつもりです。恐らく県の県民局も同じことがある。 

 一つは、地域情報の収集の役目を持っておりますし、それから県民に行政

サービス、先ほど議員がおっしゃった、そういう役目も持っておりますので、

非常に重要な組織やと思います。 

 そういう地方の組織を充実させるということのメリットは、地域でまと

まった行政ができる、市町の方々と議論が簡単にできる、即座にできるとい

うのはあると思います。 

 デメリットとしては、本庁と直接話をしたいのに、間に地方何とか局とい

うのもそうなんですけど、国もそうなのですが、入ってしまうとワンクッ

ション置いてしまってスピーディーな行政展開が期待できへんと、こういう

こともあったりします。 

 そういうメリット、デメリットもしっかり考えて、どういう組織がいいの

か、県民の皆さんのニーズに応えるにはどういう組織がええのか、あるいは

市町の要望に応えるのはどういう組織がいいのか、それも含めて議論をさせ

ていただきたいと考えております。 

   〔41番 三谷哲央議員登壇〕 

○41番（三谷哲央） 出先議論のときには、ぜひこれからはＤＸ、デジタルト

ランスフォーメーション、こういうものもどう生かしていくのかという観点

もぜひ入れて、御議論をいただきたいなと思います。 

 次に、人口減少対策予算についてお伺いしたいと思います。 

 今年は、人口減少対策元年ということで、人口減少対策を強力に進めると

いうことで、今までになかったように移住促進課等々も新設ということで、

期待しているところでございますが、人口減少に歯止めをかけるというのは

一地方自治体でできる話ではなくて、まさに国策として今日までやってきて

おります。 

 国のほうも地方創生という旗を振ってやってきておりますが、また、ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略をつくれというような話もございまして、し

かしながら、一向に人口減と東京一極集中に歯止めはかかっておりません。 
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 役人から出身の知事を前にして申し訳ないんですが、霞ヶ関のほうの判断

が地方自治体の判断よりも優先するような地方創生の仕組みでは、なかなか

効果が出ないのは仕方がないねというのは、この本会議でも今まで何回か

言ってきています。 

 今回、人口減少対策費で2000万円計上されておりまして、三重県における

人口減少の現状や背景、少子化や転出者等の状況云々を把握するために調査

するということですが、言わせてもらえば、今さら何をおっしゃっているん

ですかということなんです。今日までいろいろ御調査もいただき、対策も

取ってきているのではないかということなんです。 

 組織をいじっただけでは、先ほど来の話じゃないですが、人口減に歯止め

がかかるわけでもありませんし、コロナ禍で東京の中心部から転出者が出て

いるよという話もありますが、ほとんど東京近郊で収まっている話でござい

まして、やはり国の仕組みそのもの、国のいろいろ地方創生をはじめとした

そういう施策にきちっと物を申して、抜本的な対策を講じていく必要がある

と思いますが、お考えをお伺いさせていただきたいと思います。 

   〔一見勝之知事登壇〕 

○知事（一見勝之） 御指摘いただきましたように、来年度から力を入れて

やっていく施策として人口減少対策というのがあります。今までも人口減少

対策ということでやってきたことはやってきたんですけれども、しかし、県

庁の中で司令塔となるところが実はありませんでした。 

 これは県庁職員とも話をしまして、しっかりとやっていかないかんなと、

中心になるところがまずないと、責任課というのをしっかりつくってやって

いこうということで了解も得まして、やっていこうということにしたもので

あります。 

 人口減少は、これは一朝一夕に解決もできませんし、恐らく減少を止める

というのはなかなか難しいですね、このスピードを緩やかにしていく、その

ために各県、今、努力しているわけでありますので、三重県も今からそれを

大きな課題ということで、今までもやってはきましたけれども、改めて大き
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な課題と認識をして、ここ最近でも、いろんな進んだ取組をしているところ

があります。例えば千葉県流山市なんかもそうです。確かに東京からいろん

な人を持ってこようということで進んでいるところがありますが、議員が御

指摘のように、その成果は実は三重県はまだ及んでいないのは事実です、東

京からの転出者という意味では。 

 ただ、三重県の周辺を見てみますと、大人口を抱えたところが、例えば大

阪があったり、名古屋があったりするわけですね。そこへ通勤される人は、

別に三重県に住んでいてもいいじゃない、現にもうそういう方がおられます

ので、三重県が豊かで子育てしやすいとってもええところだということであ

れば、三重県に住んでいただいて、そういったところに通っていただく。こ

れも進めていかないかんと思いますので、そういった東京周辺の町の取組も

しっかりと勉強して、何ができるのか。 

 実は、これは名古屋とか大阪だけではありません。和歌山県新宮市もそう

です。今、結構、頑張って紀宝町とか取り組んでいただいていますので、そ

の取組をほかにも水平展開できないかどうかということもやっていきたいと

思います。 

 そういう意味では、県でできることは何かというのをまず考えないといか

んということでありまして、移住策でありますとか、ＵターンとかＪターン、

どうしたらさらに進むかということを考えていきますが、必要に応じて国へ

の提言とか要望もやっていきたいということも考えております。 

   〔41番 三谷哲央議員登壇〕 

○41番（三谷哲央） 人口減少に対する対策というのは、もうこれは本当に大

事な課題だと思います。 

 ただ、今、先ほどもお話のありましたように、自然減にこれを歯止めかけ

るというのは非常にもう難しい。出産可能年齢の女性の数も絶対数がもう少

なくなっている中で、ここに歯止めをかけて何とかこれを止めるというのは

非常に難しい話だろうと思いますので、どうしても社会減対策に注力せざる

を得ないのかなと思っております。 
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 ただ、社会減対策も移住やと、これも大事ですよ、移住だとかというのも

大事ですけれども、年間300人、400人の移住の方が来ていただいても、3000

人、4000人が消えていかれる中ではなかなか焼け石に水の部分もあるでしょ

うし、今までも何回か議会で指摘させていただきましたが、一旦移住された

方がこの三重県にどれだけ定住しているのかという、この数字というのはい

まだ明らかになっておりませんし、結局来られても、やはりここにきちっと

住まわれて、そして、その御本人だけではなしにその子どもや孫も同じよう

にこの三重県にお住まいをいただくということで、初めて人口というのは確

保されていくわけですから、そういうところの対策も併せてお願い申し上げ

たいと思います。 

 今日、いろいろとお伺いさせていただきました。一見県政、いよいよこれ

からスタートということでございますので、大いに期待いたしておりますの

で、我々も、我々というのもおかしいな、私もしっかりと応援させていただ

きたいと思いますので、よろしくお願い申し上げ、代表質問を終わらせてい

ただきたいと思います。ありがとうございました。（拍手） 

 

休          憩 

○議長（青木謙順） 暫時休憩いたします。 

午前11時12分休憩 

                                    

午前11時20分開議 

 

開          議 

○議長（青木謙順） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

代 表 質 問 

○議長（青木謙順） 代表質問を継続いたします。46番 中森博文議員。 

   〔46番 中森博文議員登壇・拍手〕 
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○46番（中森博文） おはようございます。 

 自由民主党会派代表をさせていただいて、名張市選挙区選出の中森博文で

ございます。議長のお許しをいただきましたので、代表質問をさせていただ

きます。また中森かよとおっしゃらずに、お付き合いのほどよろしくお願い

申し上げたいと思いますが、まず、プロローグでございます。 

 昨年、少し触れましたけれども、江戸川乱歩のお話でございます。三重と

こわか国体の式典演技において、あの名探偵明智小五郎が語り手となって謎

解きが行われるはずでありました。 

 パネルを御覧いただきたいと思いますが、（パネルを示す）これが式典の

中の一部のシーンでございますけれども、式典でこういうのが映像で行われ

るという、いろんな画期的な準備をしていただいておりました。 

 このセンターにおられますのが三重県出身の有名な俳優でございまして、

名前を言うまでもない伊賀市の私の後輩となるわけでございますけれども、

そんな偉そうな立場じゃありませんけれども、明智小五郎役でございますが、

前に少年たちがおられますけれども、彼らは少年探偵団ということで、両手

を上に挙げていただいております。 

 少年探偵団は、三重の魅力を紹介する、後ろにおられますダンスなど、各

学校とかいろんなところでのダンスで、国体の聖火ではありませんけれども、

炬火と言うんです、炬火を燃やす力、それが応援の気持ちだったそうですね。

気づきながら、とこわかの力というのをみんなに気づいてもらえるように、

明智が仕掛けたトリックだったそうでございまして、せっかくのこの式典の

演技がなかなか紹介されずに、機会がなかったということでございますが、

何を隠そうというんですか、今、（パネルを示す）その謎がこの２月に県内

の全ケーブルテレビで放映されている特別映像で解明されておりますので、

できたら皆さんも御覧いただきたいということでございます。これがＰＲで

ございます。 

 改めて、江戸川乱歩ですけれども、1894年、明治27年、乱歩は名張市で生

まれ、本籍は津市、２歳の頃、父の転勤で亀山市へ。その後、1917年、大正
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６年に三重県に戻ってこられて、鳥羽造船所に就職されました。そのとき、

大正８年、坂手島の小学校教諭の村山隆子さんと結婚されて、同大正10年、

小説家としての道に進まれたと。その後、大正12年、1923年、処女作「二銭

銅貨」を発表しました。二銭銅貨って皆さん御存じない方もおられますけれ

ども、私が持っている二銭銅貨、（現物を示す）これはたまたま名張市で、

今、流通しております、お菓子が購入できる二銭銅貨でございますけれども、

来年が記念すべき100年の節目の年になるわけであります。 

 節目といえば、平成16年、私が県議会議員をさせていただいた１年後です

けれども、2004年、「生誕360年 芭蕉さんがゆく 秘蔵のくに 伊賀の蔵

びらき」が県の事業で開催されました。あれから18年でございます。そうす

ると、２年後の令和６年には生誕380年の節目の年になるわけであります。 

 このパネルを用意したんですけれども、（パネルを示す）懐かしいですね、

写真となってございますが、これ。県の事業ですので、県ののぼりを持って、

たまたま私がセンタリングしておりますけれども、これは全国の議員が集

まって愛知県でいわゆる野球大会が開催され、我が三重県チームも出場し、

全国の各議会の中で、ある数県のチームがそれぞれの県のよさやＰＲを発表

するという意見交換の場でございました。単なる野球に行ったのではないわ

けです。県の事業はしっかりと全国に発信した、議員としてもそんなことを

させていただいたというのがこの写真でございまして、向かって左が某鈴鹿

市長でございますし、さらに旗を持っているのがうちのというのか、中嶋議

員ですし、着ぐるみの横におられます忍者姿の当時県議会議員だった、現在、

衆議院議員になっておる方でございます。石原代議士です。 

 こんなことをちょっと紹介させていただいたわけでございます。若かりし

同期のメンバーですけれども、この写真の謎となっていたのは、実は誰が写

真を撮ったのかなというのがちょっと不明でございまして、これは青木議長

でございました。これは謎が解けまして一安心したんですけれども、ミステ

リーはこの写真で登場した芭蕉さんなんですね。これ、謎解きになりますけ

れども、芭蕉に扮した着ぐるみは一体誰だったんでしょうかということなん
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です。後刻、時間があれば説明したいんですけれども、もうそんなんしてい

る場合じゃないかなと思うのですけれども、ヒントは、ヒントはですよ、こ

れ、県の事業ですね、着ぐるみをお借りしたら、身ぐるみをお借りすること

ができたということでございまして、これで大体、推測されるのではないか

なと思うんです。当時、芭蕉にちなんで、一般質問のこの場で、芭蕉といえ

ば旅人なんですけれども、観光政策や三重の住まいの在り方について質問さ

せていただいて、「蔵開き 伊賀はいかがと たびすまい」、こんな一句を

詠んだのがそのときでございまして、そういうことをかみしめながら、質問

に入らせていただきます。ちょっと長くなりましたけれども。 

 強じんな美し国ビジョンみえ（仮称）の話は、先ほどの概要案にも関わり

ます。詳細な質問なり、御回答をいただきまして、重なることは避けたいな

と思うのですけれども、先ほど申し上げましたように、三重県にゆかりのあ

る先人が多くおられますので、三重県の魅力のツールとしてビジョンに使っ

ていただきながら、旅人が訪れたくなるような、そして、三重で住んでみた

くなるような、選ばれる地域になっていただければと思うところでございま

す。 

 このビジョンにつきましては、そもそも都道府県や市町の総合計画に当た

るものなんですけれども、法律で策定が義務づけられているわけでございま

せんけれども、一見知事は強じんな美し国ビジョンみえで策定することを判

断されたわけであります。 

 総合計画は行政運営の最上位、基本指針を取られ、行政主導によって策定

されますけれども、知事のリーダーシップの発揮の下、知事の関与は大きく、

成案提出に向けて検討が進められていると理解するところでございまして、

そこで、三重県議会は、中長期的な計画に議会の議決を必要とするというこ

と、そういう関与が議会も必要でございます。もちろん議員からの意見も踏

まえながら、よりよいものにしていただければとお願いするわけですけれど

も、ここで質問は、強じんな美し国ビジョンみえについて、なぜ知事はこの

長期構想を策定するのか、改めてビジョンに込めた思いについて知事の所見
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をお伺いします。 

   〔一見勝之知事登壇〕 

○知事（一見勝之） 議員からは、三重とこわか国体・三重とこわか大会で、

本来オープニングで流すはずでありました映像、残念ながら中止になりまし

たので、実際に考えていた場所では流せないようになってしまいましたけれ

ども、今、特設サイトで公開しております。そこに触れていただきまして、

誠にありがとうございます。 

 また、その中に出てきます明智小五郎でも解けんような難しい、誰が芭蕉

の中に入っておられたのかという謎も出していただきまして、これも誠にあ

りがたいことだと思っております。 

 芭蕉は、奥の細道の冒頭で、「月日は百代の過客にして、行き交う年もま

た旅人なり」ということを言っておられます。昔から、三重県は旅に関係の

ある県であったのかなとも考えます。そういう意味では、ちょっと牽強付会

かもしれませんけれども、観光というのをしっかりとやっていかないかんな

と思いを新たにしたところであります。 

 県政を展開していく上でやっぱり一番大事なのは、先ほど三谷議員からも

御質問いただきましたけれども、県民の皆さんに説明していくというのが一

番大事なことやと思います。それも分かりやすい形で、できたら伊勢弁でと、

こういうことになると思いますけど、中長期的な計画、県政を取り巻く課題

はやっぱりようけありまして、これに対してどう対応していくのかというの

を明確に示していくのは難しいんですけれども、でもそれをやらなあかんと

考えておりますので、そのためにまず県政の課題は何なんやろかと、それを

整理することが重要であります。それが実はこの強じんな美し国ビジョンみ

え（仮称）の役割の一つであります。かつ、それにどう対応していくか。 

 先ほど、松尾芭蕉の節目の年のお話をいただきました。今年はマゼラン艦

隊が世界一周をして500年目の節目の年でもあります。艦隊が航海するのに

一番大事なのは、海図とそれから羅針盤であります。当時は海図はやっぱり

なかったです。そのときに航海のよすがとなったのは羅針盤なんです。 
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 私たちがビジョンをつくっていく、10年の計画をつくる、さらに５年の計

画をつくる、それは、言わば航海をするときの羅針盤のようなものと思って

います。 

 今、三重県を取り巻いているリスクに対してどう対応していくのか、チャ

ンスを逃さずにどう対応して三重県の発展につなげていくのか、それを考え

ていくのに一番大事なのが、その航海の羅針盤になるようなものがビジョン

だと思っているものですから、これを策定していこうと考えたものです。 

 今までの県政も長期計画をつくっておいでになられました。今ありますみ

え県民力ビジョンはつくられてからほぼ10年がたちます。10年がたちますと

もう時代も大きく変わってくるので、そろそろこの辺で新しい長期計画をつ

くって、県民の皆さんの安全・安心を確保し、かつ三重県がこれから発展し

ていく、選ばれる地域となるようにどういうふうにしたらええのか、これを

議論してつくっていこうということで、ビジョンをつくっていくということ

であります。 

   〔46番 中森博文議員登壇〕 

○46番（中森博文） 御答弁ありがとうございます。 

 私も展望する三重の姿を少し述べたいなと思いますけれども、南海トラフ

地震などの災害対策が進んで、県民の命、暮らしが守られてきていると。人

生100年社会を見据え、長寿社会の最先端を進んでいると。強い三重の経済

力で県民の所得が増えてきている。東京一極集中が是正されつつあり、大都

市の機能や人口が誘導されつつある。若者の定着が戻りつつあり、少子化に

歯止めがかかってきている。三重の魅力が発信され、交流人口が確実に拡大

してきた。そして、誰もが優しい、自立と共生社会が根づいてきていると、

このような姿を私は感じながら、期待するところでございます。 

 続けて、当面する５年間の戦略計画みえ元気プラン（仮称）（概要案）に

ついてでございますけれども、先日、全員協議会で、我が会派の村林議員か

ら、ビジョンの政策展開方向の柱に対し、本プランの政策、施策がどうリン

クされているのか、もっと分かりやすく整理してほしいなと、こんなこと。
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また、プランの進捗が我々議会も検証ができるように工夫してほしいという

意見を申し上げたところでございまして、よろしく御対応をお願いしたいと

思います。 

 また、このみえ元気プランに、先ほどお話がありました７つの挑戦が特記

されております。闘いに挑むと、挑戦です。ここは困難な課題や、やるべき

新しいことに立ち向かうと受け止めるわけなんですけれども、特記された７

つの挑戦について、改めて知事の御所見をお伺いします。 

   〔一見勝之知事登壇〕 

○知事（一見勝之） みえ元気プラン（仮称）のほうでございますけれども、

これは10年のビジョン、そのうちの５年間ですね、頭の５年間をどういうふ

うに行政展開していくかということを書かせていただいているものでありま

して、まず冒頭で、三重県政にとって課題が多々ありますけれども、それを

12の項目にまとめさせていただきました。 

 それが第１章なんですけど、第１章は、今のまま、あるいは何もしないで

おくとどうなるかということも書かせていただいて、必要な施策を講じて

いったら５年後にどんな三重県になるかということも併せて書かせていただ

いております。 

 また、これは、これからしっかりと議論して中身を詰めていかなきゃいか

んわけですけれども、第２章のほうでは、今までのやり方でやっていると問

題がある、三重県の発展が阻害されてしまう、あるいは今のままですと県民

の安全・安心が守れやんと、そういうものを七つ掲げまして、積極果敢に対

応する、そういう意味では挑戦という言葉を使わせていただいておりますけ

れども、ドライブをかけて一層進めていかなあかんというものを入れておる

わけであります。 

 全部で七つありますが、一つ一つ御説明させていただきますと、最後に俳

句を読んでいただく時間がなくなってしまいますものですから、簡潔に申し

上げますけれども、新型コロナウイルス感染症への対策ですね、これは先ほ

ど御指摘もありまして、ちょっと表題、これから考えていかなあかんと思っ
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ていますけれども、私も就任後すぐに各病院を走り回らせていただいて、新

型コロナウイルス感染症対応をやらせていただいたつもりでございます。 

 議会からの御指摘も頂戴しながら、また、県庁職員も一生懸命頑張ってく

れまして、第６波、何とか――何とかですね、みえコロナガードや新型コロ

ナウイルス感染症対策大綱に従って何とか今しのげている状態ではあるとは

思いますけど、予断を許しません。明日どうなるかも分かりません。やっぱ

り継続してしっかりと対応していかなきゃいかんということで、ここに掲げ

させていただいておりますし、そういう意味で、同様に安全・安心というの

も重要でございますので、災害、防災対応も掲げさせていただいています。 

 そういうリスクだけではなくて、チャンスの部分も書かせていただいてい

まして、先ほどの松尾芭蕉の旅人の話ではありませんけれども、新型コロナ

ウイルス感染症が収まったら多くの観光客に、三重県にまたかつてのように、

いや、それ以上に来てもらわなあきませんので、観光に力を入れる。それか

ら、産業振興もやっていかなきゃいけない、デジタルもしっかりやる、それ

から何よりも子どもたち、子どもたちが生き生きと育つ三重県にしていかな

きゃいけない。 

 トータルとしては、やっぱり人口減少をしっかり対応していかなきゃいけ

ないというのは、議員が御指摘のとおりであります。そういったことを書か

せていただいているところでございまして、この中身については、議会の皆

さんの御意見、あるいは県民の皆さん、市町の皆さんの御意見、それから、

県内外の有識者の方々の御意見をいただきながら詰めていきたい、充実した

ものにしていきたいと考えております。 

   〔46番 中森博文議員登壇〕 

○46番（中森博文） 御答弁ありがとうございます。 

 積極的に取り組んでいかれると御答弁されまして、理解するところでござ

いまして、付け加えると失礼な言い方になるんですけれども、私から気にな

る２点だけ申し上げますと、やはり県民の安全・安心のためには、南海トラ

フ地震臨時情報が出されたときの準備は、これはやっぱりしておく必要があ
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るかなというところを触れてほしいなということ。 

 それから、少子化対策になるかどうかは別として、私も本当、質問した

かった家族政策もあったんですけれども、多子家族への支援策というのを三

重県独自で考えていただくと一味違うというのか、そういうところへメスを

入れていかないと、少子化はストップがかからないのではないのではないか

なと、このように感じますので、これは要望させていただきます。 

 さて、挑戦というのはイングリッシュでアタックということも聞くんです

けれども、何が必要かなと、アタックするためにはやはりまず、バレーボー

ルでいえばレシーブされた課題がうまくコントロールされまして、確実にト

スされて、アタックしやすいようなタイミングとか計るじゃないですか、そ

してブロックされないように、抵抗されないように工夫することが必要かな

と。 

 そのためにはチームワーク、作戦が必要でございます。知事の立場でいき

ますと監督、もう采配ですね、もちろん県民や職員というのはいろんな方々

の選手だと思うんですね。信頼関係がなければ、監督が幾ら言うても勝負に

ならないと、アタックできないと、こういうふうに考えます。 

 そこで、次の質問に入るんですけれども、前回は広く大きな話で質問、県

政の基本姿勢を聞きましたけれども、今回もうちょっと内面的な姿勢、一見

知事のことをもっと知りたいなと、こんな県民もたくさんおられまして、聞

いてみるわと、こんなことでございます。 

 いろんな出してきた資料によりますと、県政推進に当たっていい言葉を言

うていますね。「信なくば立たず」、論語から御引用されて、軍備、食糧、

民衆の信頼の三つを挙げられて、兵を去り、食を去ることになっても信を去

ることはできないと、県政推進に当たっては県民の信頼が最も大切であると。

加えて、行政改革を進めるに当たって、職員の士気を落とさずに行政サービ

スの向上を進めることも重要と述べられておるわけであります。 

 信頼される県政とは、どうあれば信頼されるのかなという質問になるわけ

でありますけれども、同時に職員からの信も必要ということで、質問は、ど
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うすれば県民や職員から信頼されるのか、信の在り方について知事の御所見

をお伺いします。 

   〔一見勝之知事登壇〕 

○知事（一見勝之） まず、プランにつきまして、２点貴重な御提案をいただ

きましてありがとうございます。じっくりと検討させていただきたいと思い

ます。 

 行政展開、行政だけではありませんけど、どんな組織でも人間が２人以上

集まったら、やっぱり信頼というのがないと物事は前に進めやんと思います。 

 議員から論語の話も掲げていただいております。古くから、世界どこでも

信頼というのが一番大事なんだということは言われておるわけでございまし

て、国で役人をしてきました私の経験でいっても、やはり国民から信頼され

ないと、行政というのはできないと強く思ったところであります。そういう

意味で、行政官としての矜持は常に国民のことを考えて行動する、そうすれ

ば国民の信頼も勝ち得ることができると思っているところであります。 

 さらに、国もそうですし、県もそうですけど、職員の皆さんに信頼してい

ただくというのをどうすればできるのか、これは非常に難しいところであり

ますけど、最も印象に、私が35年間の国の行政官の経験で印象に残っていま

すのは、人命救助とか国境警備の最前線で働く職員を擁している海上保安庁

の経験であります。 

 海上保安庁の海上保安官諸君は、命をかけて職務に当たっています。上司

とか仲間の信頼がなければ業務はできません。いつ命を落とすかも分からな

い職場だからであります。そのときは彼らの気持ちを考えて、一歩先、半歩

先でも打てる手をどんどん打っていくということが、海上保安庁の幹部で

あった人間の使命だと思っていました。果たして信頼を勝ち得たのかどうか

は分かりませんけれども、そういった姿勢で対応するというのが重要だと思

います。 

 県庁での職員からの信頼も、これがないと仕事ができませんので、何とか

勝ち得たいと思っていますが、そのために私が心がけていること、それでう
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まくいくかどうか分かりません、でも常に私の正すべきところがあったら教

えてくれと、これは言っているつもりでございまして、やり方としては、ま

ず議論をするというのが大事です。上意下達でこうやからやってくれという

のではなくて、どういうやり方が一番ええのかと。１人では何も分かりませ

ん、やっぱり３人寄れば文殊の知恵という言葉もありますので、したがって、

議論して一番ええ道を探していく。 

 よく会議で言ったのは、ここは円卓でええでなと、誰が偉いわけでも何で

もないんやで、誰でもこの会議に参加している人は意見を言うてんかという

ので、話を聞いていきたいと思っていますし、そういうふうにしているつも

りです。そういう意味では、風通しというのは非常に重要やと思います。 

 もう一つ重要なのは、自分が信頼されようと思ったら職員を信頼すること、

これも大事かなと思います。私は県庁職員、非常によく働いてくれると思い

ます。信頼に足る人たちだと思っています。そういった仕事の仕方をこれか

らも続けていきたいと思います。 

 また、県民の皆さん、もうこれは三重県に生まれて育ってきた人間として

は、三重県を離れたときはありますけれども、三重県の人たちの真面目さ、

優しさ、今回のコロナ禍でも出ていますけれども、それは信頼しています。

県民の皆さんにも信頼していただきたいと思っていますけど、議員からも

言っていただきましたように、まだ、どんな人間ってなかなか分かってもら

えやんと、本当は各地に出かけていって、県民の皆さんとお話をせなあかん

と思っています。コロナ禍で今それはちょっとできていないんですけれども、

新年度になりましたらいろんなところに出かけていきまして、県民の皆さん

と話をさせていただきたいと考えているところでございます。 

   〔46番 中森博文議員登壇〕 

○46番（中森博文） 安心したところでございまして、実は我々議員も同じな

んですね。もちろん家族をはじめ地域の皆さんや団体の皆さんは、中森の話

を聞いてくれているのかな、伝わっているのかなと、一番気がかりでござい

ます。 
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 逆に、あんな人の言うことなんかまともに聞いてられやんよね、当然であ

ります。信用のない人や信頼されていない人の話は、誰からも聞いてもらえ

ないと思います。信用や信頼の「信」という字はにんべんであります。それ

に言葉、「言う」と、見事な字でございますね。人の発する言葉というのは

信ずるに足りる、信頼に値するということでございまして、信頼関係がなけ

れば会話や伝達が成立しない、こういうことでございます。逆に信じている

人の言葉には耳を傾けるということであります。県民の信頼によって進める

県政は、知事への信頼がいかに大切かということでございます。 

 信頼関係があっても自分には関心がないんよと、興味がないんよと、急い

でへんし、聞き流してしまったり、聞くけれども行動まではということもた

まにありますね。しかし、尊敬している人の言葉には耳を傾けるんですね。

あの人のおっしゃることだから、聞き逃したらいけませんねって、行動がお

のずと伴っていきます。尊敬の「敬」なんですね。 

 今、面接会場では、あなたが尊敬する人はどなたですか、今は問うことは

できません。愛読書やあなたのモットーとする言葉、その人の信条、お人柄

ですね、人権や個人情報に触れるということで、できません。しかし、我々

政治に関わるものは、そうはいきませんね。政治姿勢、信条、人格は問われ

るんです。 

 私の中高生時代での尊敬する人は、剣道の先生でした。礼儀を重んじ、相

手を思いやる、卑怯なことはしてはいけない、親や先生に恥をかかせてはい

けないことなどなど、いわゆる武士道精神ですね、教わりました。 

 最近では、道徳教育で有名な野口芳宏先生ですね。先生から受けた授業は

印象的で、今も尊敬しているお方でございます。尊敬する人が言うことです

ので、意見を聞いて自分の考えを決めようと、よくあることです。 

 「三尺下がって師の影を踏まず」という言葉があります。あの尊敬する先

生の陰ですら踏むことはおこがましいと、私は３尺下がって先生の影を踏ん

だりしないという、心からの尊敬を表しております。 

 学校では、「仰げば尊し 我が師の恩 別るる後にも やよ忘るな」、こ
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ういう歌詞がございます。教師に対する自我を含めた言葉でしょう。職員や

多くの県民から、さすが一見知事と言われるようになっていただきたいし、

特に一目置く議員からも、誰とは言いませんけれども、大したものだとうな

ずいていただきたいものであります。 

 そこで、知事が尊敬する人はどのような人かなと知りたいものです。どう

あれば尊敬されるような、さすがだと言われるような県政運営ができるのか

な。県政運営の基本姿勢について、知事の御所見を改めてお伺いします。 

   〔一見勝之知事登壇〕 

○知事（一見勝之） 私、以前聞いた言葉で、それはどこの出典なんか探して

いるんですよ。なかなか見つかっていない言葉がありまして、現場の指揮官

あるいは司令官、上級と中級と三流の指揮官がいると。三流の指揮官という

のは、兵よりもいいものを食べて、戦場でですね、兵よりもええところに寝

る指揮官、これはもう論外だと。中流の指揮官というのは、兵士と同じもの

を食べて、兵士と同じところに寝る、これが中流の指揮官。私、びっくりし

たのは、それって上流なのと違うかなと、一級の指揮官と違うのかなと思っ

たんです。そうではない。一級の指揮官というのはどういう指揮官かという

と、師、師匠ですね、それを持っている指揮官であると聞いたことがありま

す。 

 やはり人間は、自分の考えだけでは大きな仕事はできません。組織を動か

していくのも、なかなか難しいと思います。常に自分を教え導いてくれる人

がいるということが、指揮官にとっては重要な、ある意味、資質の一部なん

だと思います。 

 特に私のような非力な人間は、いろんな方にお話を聞いていかないと、き

ちんとした仕事はできないと思っています。そういう意味で、議員が御指摘

のように、尊敬する人も非常に重要であります。自分の考え方の指針の一部

になるからだと私は考えていますが、歴史上の人物ということで何人かおり

ますけど、けいがいに接した人、実際にその人の近くで人柄に触れて、この

人はすごいな、尊敬できる人だなと思いました人は、約２年間、私は国土交
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通省で大臣秘書官をやらせていただきましたけど、そのときにお仕えした冬

柴国土交通大臣であります。 

 くしくも冬柴元大臣は亀山市の出身であられまして、実は秘書官になって

からそういう話が分かったんですけれども、尼崎市の人やと思っていたもの

ですから非常に失礼なことでしたけど、分かってからさらに親近感を覚えま

したけれども、冬柴元大臣は人間的にも政治家としても非常に立派な方であ

りました。 

 当時、国会では道路整備特別会計が議論される道路国会というところであ

りまして、もう冬柴元大臣１人が獅子奮迅の働きで質問に対応されておられ

ました。もう寝る間もなく答弁対応されていたわけでありますが、そんな中

でも、答弁も事務方は十分に書けないときもありましたけど、決して声を荒

げることもなく、むしろ事務方に御苦労さんと、大変やったなと、大丈夫、

大丈夫、自分が答弁するからと、守っていただきました。事務方の粗相とい

うのもありました。いろんな問題も起こりました。それでも僕は君らを信じ

ているからと言って、正すべきことは正されましたけれども、職員を徹底的

に守っていただきました。その方に対する尊敬の念、私はそれでいっぱいで

あります。 

 残念ながら10年前に、お亡くなりになりました。12月５日であります。た

またま、私はそのときに冬柴元大臣の御地元の近くの空港会社に勤務をたま

たましていたものです、これも縁かなと思いますけれども、お別れ会のお手

伝いをさせていただきました。 

 そのお別れの会には、東京から自費で当時の警護官、ドライバーの人、み

んなが駆けつけていただきました。それだけ慕われていた人なんです。優し

さもあり、正しさも持ち、もちろん聡明であられる。私も難しい問題が起こ

りますと、心の中の冬柴元大臣に、もうお亡くなりになっていますので直接

聞けないのはとても残念でありますけれども、冬柴元大臣やったらどうされ

ますかとお伺いいたします。 

 そんな立派な人には私は近づくことはできないと思いますけれども、でも
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１ミリでも近づけるように、職員に、あるいは県民に信頼していただけるよ

うに頑張っていきたいと思っているところであります。 

   〔46番 中森博文議員登壇〕 

○46番（中森博文） ありがとうございました。早速、お尋ねやった方にお伝

えしておきます。 

 では、「信」と「敬」と今話しさせていただいたんですけれども、さらに

ちょっとせっかくですので。 

 だけど、あの人のところへ行く気がしないんだなとか、あの人に一度会い

たいとか、顔が見たいという、こういう慕う気持ちというんですか、「慕」

という漢字になるんですけれども、これが大切になってくるのかなと思うの

ですね。ほっとする人ですね。そうすると、憧れの人になっていくのではな

いかなと、このように私は感じます。 

 実は平成17年の２月に、私、質問したんです。これは教育委員会に対して

質問したんですね。多分、教育長は覚えていただいていると思いますけれど

も、研修についてですわ、大上段から質問させていただいた。教育公務員特

例法第21条の話なんですけれども、ここには、職責を遂行するために絶えず

研究と修養に努めなければならない。研修といえばみんな研究に走りがちで、

修養がおろそかになっているということで、当時の一句はこんな、これはパ

ネルは用意していませんけど、これがまだ残っていましたわ。（色紙を示す）

「通信簿 先生用は 信・敬・慕」と、こういうのを何かせっかくなので、

種――種というのか、ネタばれになりますのでできませんでしたけれども、

信・敬・慕というのが、当時のお話でした。 

 その後、その後というのか最近は、話が少し変わって恐縮なんですけれど

も、いろんな言葉が使われることもありますね。先ほど出ましたニュー・パ

ブリック・マネジメント、シチズンズ・チャーター、アクティブ・シチズン、

最近ではＳｏｃｉｅｔｙ5.0、ＳＤＧｓ、カーボンニュートラル、ＡＩ、デ

ジタルトランスフォーメーション、ＧＩＧＡスクールなどなど、これは全部

テクニカルなんですね、はやりというか、流行言葉でございましょう。 
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 一方、どういう時代にあっても、そもそもあって変わらない不変の言葉が

ございます。先ほど申したとおり信頼の「信」、尊敬の「敬」、慕われる

「慕」ではないかなと思うんです。まさに芭蕉の言う不易流行でございます。

いつまでも変化しない、本質的なものを忘れない中にも新しく変化を重ねて

いくものを取り込んでいく。知事には、企画の立案、絶えず不易流行の考え

をお持ちいただきたいと、これはお願いするところでございます。 

 次の話題に入りますけれども、質問に入りますけれども、ところで、大丈

夫ですかと、コロナ克服のための医療体制でございます。 

 まずは、医療機関や関係者の全ての皆様方に感謝と敬意を表し、一刻も早

い収束を願うところでございます。新型コロナウイルス感染症の状況につき

ましては、現状は説明は控えますけれども、第５波と比べると幾つかの手段

や選択肢が増えてきたかなと認識し、現在、新型コロナウイルスワクチンの

３回目の接種を進めていただいております。接種をちょっと希望しない方へ

は理解するところでございますけれども、専門家の御意見も聞きながら進め

ていただければと思います。 

 また、経口薬ですね、飲み薬、これまで患者への点滴で、そういうので投

与する治療方法しかなかったんですけれども、飲み薬が承認されたことは、

非常に県民にとって大きな安心材料になりますね。これらの医療体制が着実

に進んで、円滑に活用されることが、新型コロナウイルス感染症の拡大抑制

につながっていくものと確信します。 

 そこで、３回目のワクチンの接種の進捗状況と今後の予定について、また、

経口薬、飲み薬の配置状況や使用状況について、御当局の御所見をお伺いし

ます。 

   〔中尾洋一医療保健部理事登壇〕 

○医療保健部理事（中尾洋一） それでは、３回目のワクチン接種と、それか

ら飲み薬、経口薬についてお答えを申し上げます。 

 ワクチンの３回目接種につきましては、令和３年12月から２回目接種の時

期が早かった医療従事者への接種が始まり、その後、高齢者施設等の入所者
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や従事者、その他の高齢者の接種と、順次進められております。 

 接種間隔については、当初、２回目接種終了後、８か月経過後とされてお

りましたが、国の度重なる方針変更により、医療従事者や高齢者施設等の入

所者等に加え、その他の高齢者も６か月へと前倒しされました。３月からは

64歳以下の方も７か月に前倒しすることとなり、さらに予約枠に空きがあれ

ば６か月に前倒しが可能となっております。 

 これらの方針変更を受け、２月以降の接種対象者の増加に対応する必要が

生じ、市町において接種体制の再構築や接種券の前倒し発送が進められてお

りますが、県としても選択肢を増やすことにより市町を支援し、接種を促進

するため、１月30日から県営集団接種会場を３か所開設し、２月末までに予

約枠を6000人分確保し、接種を行っております。 

 昨日の２月23日時点の本県の３回目接種率は15.5％で、残念ながら全国平

均の16.5％と比べ低くなっておりますが、接種実績が確実に反映されるよう

ＶＲＳの早期入力を市町にお願いしており、差は徐々に縮まってきておりま

す。 

 一方、国からは８月までに必要なワクチンが供給されることになっており

まして、県から各市町に対し必要な量を上回る配分を示しております。その

上で残るワクチンを活用し、２月26日から３月27日にかけ県営集団接種会場

の日程を追加し、8000人に接種する体制を整えました。 

 市町においては、接種券の早期発送、接種会場の増設など、より一層取り

組んでいただいているところでありまして、また、必要なワクチンも十分に

供給できることから、３回目接種はさらに進んでいくものと考えております。 

 続きまして、経口抗ウイルス薬につきましては、昨年12月24日にラゲブリ

オが、また、本年２月10日にパキロビッドパックがそれぞれ特例承認され、

県内でも患者への処方が行われているところです。 

 ラゲブリオについては、処方できる医療機関は県内全域で400か所となっ

ており、うち院内処方や往診等のための在庫を保有している医療機関は46か

所となっています。また、院外処方に対応できる薬局は90か所となっており、
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患者の自宅に配送できる体制が整備をされております。さらに、自らの施設

で処方することができる高齢者施設等が29か所となっております。なお、処

方実績は、１月末時点で院内処方が61件、院外処方が142件となっておりま

す。 

 ラゲブリオは現時点では安定的な供給が難しいことから、国が流通管理を

行っており、一律３人分が在庫の上限とされていましたが、一時的に在庫が

なくなる場合やクラスターの発生等に備えるため、在庫数の上限の緩和、そ

れから、譲渡禁止の撤廃について、全国知事会等を通じて国に求めてきたと

ころでございます。 

 その結果、２月16日の厚生労働省の通知において、地域において特に重点

的な配分が必要と考えられる薬局については、在庫数の上限を引き上げるこ

ととされたほか、薬局間の譲渡についても、今後、検討されることが示され

ました。 

 また、もう一つの経口抗ウイルス薬、パキロビッドパックについては、併

用が禁止されている薬剤が多数あること等から、２月27日までは試験運用期

間とされており、新型コロナウイルス感染症の入院患者を受け入れている27

の医療機関と、県が選定した九つの薬局のみに配分されております。２月28

日以降は、より安全に投与を行える環境を整備した上で、配分対象となる医

療機関や薬局が拡大される予定でございます。 

 県としましても、今後とも国の動向を注視するとともに、医療機関や薬局、

関係団体とも連携し、患者に対し確実に処方できる体制の整備を進めてまい

りたいと考えております。 

   〔46番 中森博文議員登壇〕 

○46番（中森博文） 詳細な、また、御丁寧な御回答ありがとうございました。 

 聞いていただいている県民の方々も、安心したのではないかなと思います

し、要は、円滑に活用されることが、報道によりますとちょっとどこかに

偏っていたり、不足が生じたりというのが聞かされるんですけれども、その

辺の積極的なコントロールというんですか、うまく行き届くようないろんな
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方法を工夫していただければと思うところでございます。ありがとうござい

ます。よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 次に、質問させていただきます。 

 夢を語る、大和伊勢みちについてでございます。 

 大和伊勢みちというのは、第二名阪道路構想のことでございまして、三重

県から見るとというか、ネーミングでいうと大和伊勢みちが非常に私らいい

かなと先輩議員もおっしゃっていましたので、これを使わせていただいてお

ります。 

 新たな国土強靱化対策が今年度からスタートし、県土整備部の公共事業の

予算は、補正予算を含めてリーマンショック前の水準に回復され、５年後の

達成目標も策定されたところでございます。 

 我々の地域でいきますと、川上ダムが試験湛水が始まって、完成まで最終

段階になってございます。また、木津川上流ですけれども、名張川河川整備

では引き提、河道掘削が進みまして、名張かわまちづくり一体型の浸水対策

事業が進められております。 

 川上ダムの完成や名張かわまちづくり一体型が完成すると、防災・減災も

さることながら、観光資源としても活用が期待されるのではないかなと思い

ます。 

 また、１月13日に開催されました名神名阪連絡道路整備促進期成同盟会に

出席させていただき、重要物流道路というそういうような位置づけというの

があったり、名阪国道から国道165号を結ぶ17キロメートル区間も、延伸部

ですけれども、そこも具体化に向けた項目が含まれておりました。ここの詳

細についての質問については、我が地元の木津直樹議員から、後刻、質問さ

せていただきますので、よろしくお願いしておきたいと思います。 

 この大和伊勢みち、一見知事の前では初めての質問になりますけれども、

これは三重県議会で最初に質問したのは実は私ではないんですね、私じゃな

いんです。これ、また、ミステリーでございまして、ミステリーばっかり続

いているんですけれども、平成18年６月、これがちょっとこういう表現で、
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（パネルを示す）これ、当時の表題なんですけれども、もちろん県土整備部

に御協力いただいて作成したんですけれども、こういうのを何回も議場で提

示させていただきました。（パネルを示す） 

 第二名阪道路というのは、必要性とかいろんなことにつきましては繰り返

しませんけれども、県央を東西に結ぶ幹線道路でございます。現在の名阪国

道は非常に厳しい道路構造になっておりまして、事故も多いとか、渋滞がひ

どいとかいうようなことで、やはり南北を結ぶいろんな高規格道路は進捗は

しておりますけれども、東西において第二名阪道路が、やはり県央を結ぶ幹

線道路が必要ではないか、こういう趣旨でございます。第二阪奈道路、この

延長線やな、南阪奈道路の延長線と結ぶ道路でございます。 

 説明するとまた時間がかかりますので、要は、最初に質問したのは青木議

長なんですよ、私じゃないんです。それは議事録を確認したら、平成18年６

月ですね、野呂知事が、今後検討すると青木議長の質問で答弁されておりま

すし、奈良県と協議すると当時の植田部長が御答弁されておりました。それ

を受けて、９月議会で質問を私がしたのは、私は初めてなんです。その後、

私が質問したのは、御答弁いただいたのは４件あるんですけれども、トータ

ルで９回なんですね、９回。今回、10回目と、本当に懲りずに諦めずに、私

の一句と同じようにやっているんですわ。 

 これは、先日、国土交通省は、いろんな激甚化、頻発化する災害やインフ

ラの老朽化等の喫緊の課題の対応を踏まえまして、主要な拠点間の広域的な

交通を安定的に支えることを理由として、三重県新広域道路交通計画が発表

されたと。ここの中で、起点終点は違いますけれども、やっと名阪バイパス

ということで構想路線に位置づけられたところでございまして、私から言う

と、ようやくそういうのが位置づけられたのかなと。 

 さらに、一般広域道路でありますけれども、中和津道路が位置づけられて

おります。これ、まさに大和伊勢みちになるのかなと思ったりしながら、い

ろいろと提唱してきた成果として私なりに感じているところでございます。

どなたかの言葉で、政治に関わるものが夢を語れなくなったら何もできない
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と、まさにこのことかなと思ってございまして、改めて第二名阪道路構想、

名阪バイパスについて御当局の御所見をお伺いします。 

   〔水野宏治県土整備部長登壇〕 

○県土整備部長（水野宏治） それでは、名阪バイパスについてお答えさせて

いただきます。 

 まず、非常に夢のあるルート設計について御提示いただきまして、ありが

とうございます。 

 高速道路をはじめとする幹線道路ネットワークにつきましては、三重県の

社会、経済を支える重要な交通基盤でございます。このネットワークにつき

ましては、現在、南北軸の強化を加速しておりまして、次は東西軸の強化を

進める必要があると考えてございます。 

 この東西軸の一つである名阪国道につきましては、東名阪自動車道、西名

阪自動車道と直結して、中京圏と近畿圏を結ぶ交通の大動脈でございます。

一方で、死亡事故件数が多く、雨量規制の区間があるなどの課題も抱えてご

ざいます。このため、現在、国土交通省におきまして、インターチェンジの

改良や防災対策が進められているところでございます。 

 また、昨年３月に20年ぶりに見直した、先ほど御紹介がございましたが、

新広域道路交通計画におきまして、こうした課題を踏まえ、構想路線として

名阪バイパスを位置づけたところでございます。今後、東西軸の強化を進め

ていく中で、名阪バイパスにつきましても、国土交通省や奈良県と連携して

検討を進めてまいります。一方で、こうした大きなプロジェクトを進めるた

めには、財源の確保も重要でございます。併せて議論すべきと考えてござい

ます。 

 いずれにしましても、繰り返しになりますが、新広域道路交通計画におけ

る位置づけ、また、国の最近の予算説明資料における調査、検討を進めます

という記載もございまして、一歩ずつ着実に進んでいるところでございます。 

 夢は必ず実現するという思いの下で、引き続き地域の熱い声を国にも届け

ていただきますよう、よろしくお願いいたします。 
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   〔46番 中森博文議員登壇〕 

○46番（中森博文） 力強い御答弁ありがとうございます。 

 早速、期成同盟会というんですか、そんなんすぐにはできませんけれども、

いろんなアクションを起こしてまいりたいなと思っているところでございま

して、伊賀地域選挙区選出の各議員にも協調いただきながら、そして津市選

挙区選出の議員も協調いただきながら、議会も関心を持って取り組んでまい

りたいと、このように思います。 

 大和伊勢みちの関西との関係を非常に重視するという趣旨があるわけでご

ざいまして、最後に、いよいよ大阪・関西万博ということでございます。強

じんな美し国ビジョンみえ（仮称）における基本理念におきまして、新しい

三重づくりにはリニア中央新幹線の開業や大阪・関西万博に着目されまして、

観光誘客や産業振興、さらには地域づくりの契機と、戦略的に国の発展につ

なげていくと示されております。 

 リニア中央新幹線につきましては、前回、代表質問でお伺いしましたので、

割愛させていただきますけれども、今回は大阪・関西万博についてお伺いで

ございます。 

 令和７年、2025年に、大阪市で日本国際博覧会、大阪・関西万博が開催さ

れます。会場には、関西の府県の生活環境、産業立地をはじめ、観光・文化

の魅力を切り口で提示し全国へ世界へＰＲするなどを基本コンセプトに、関

西パビリオンが関西広域連合により設置される予定であります。 

 我が三重県も本県の特色をアピールし、来場者を三重県へ誘客することを

目的として、観光資源や食、祭りなどを展示するとお聞きしたところでござ

います。本県には何といっても、神宮をはじめ、鈴鹿サーキット、松阪牛、

伊勢志摩国立公園、海女、世界遺産熊野古道など、名所、旧跡をはじめ、多

くの魅力の宝庫となってございます。 

 県民の中でも関西寄りですけれども、伊賀地域の県民には相当関心、期待

が大きいと。伊賀地域においても伊賀上野城、ユネスコ無形文化遺産上野天

神祭、国定公園の赤目四十八滝などの名勝などなどがございます。 
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 特に三重県にゆかりのある伊賀忍者、松尾芭蕉、江戸川乱歩などを題材と

した展示は、必ず三重県の魅力が発信されまして、そして、三重県への観光

誘客につながるものと確信するところでございます。 

 そこで、大阪市で開催される日本国際博覧会、大阪・関西万博において、

関西広域連合が設置する関西パビリオンへの三重県の出展や基本コンセプト

など、三重県の対応について当局の御所見をお伺いします。 

   〔島上聖司雇用経済部長登壇〕 

○雇用経済部長（島上聖司） 大阪・関西万博に向けた県の取組についてお答

えさせていただきます。 

 関西地方は言うまでもなく、地理的、歴史的、文化的に、伊賀地域のみな

らず、本県にとりましても重要な地域ということもありまして、この大阪・

関西万博を契機として三重の認知度を高め、誘客等につなげることを目的に、

これまでも万博会場内外での三重の魅力発信の方策について検討してまいり

ました。 

 一方、関西広域連合におきましては、関西各府県市の観光、移住、産業振

興等のゲートウェイということを目的として、構成府県等を１府８県により

ます関西パビリオンの共同出展が計画されており、連携県でもある本県も参

加について検討してまいったところでございます。 

 大阪・関西万博は、三重の魅力を国内外に発信していく格好の舞台と考え

ております。来場者の皆さんに対して三重県の誘客を強力に推進していくた

め、本県として参加することといたしました。それに伴いまして、関連予算

を令和４年度当初予算に計上させていただいておるところでございます。 

 今後、パビリオンの具体的な展示内容や手法の検討に当たりましては、市

町や関係団体、関西地方における三重にゆかりのある企業等にも御意見を伺

いながら、また、先ほど議員から、松尾芭蕉や江戸川乱歩など本県ゆかりの

先人、偉人につきまして御紹介いただきましたけれども、伊賀忍者、ほかに

も真珠、海女、熊野古道等の観光資源、食、祭りといった三重が世界に誇る

優れたコンテンツがございますので、これらを活用して三重の魅力を存分に
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アピールする内容として、誘客につなげてまいりたいと考えております。 

 また、あわせまして、メディアを活用した情報発信や商業施設等での観光

物産展の開催など、会場外における三重を知ってもらう、選んでもらう、来

てもらう、買ってもらう、そのためのプロモーションと連携させることによ

りまして、さらなる相乗効果が得られるようしっかりと取り組んでまいりた

いと考えております。 

   〔46番 中森博文議員登壇〕 

○46番（中森博文） ありがとうございます。 

 これからなんですね、実はね、始まるんです。始まるということは、やは

りどういうところへポイントというか、焦点を当てていくかというのは、今

から準備していただきたいなと思いまして、私どもがいろんな今回の代表質

問の中で提示させていただいたのが全てなんですね。これが、いろいろ関西

の人にも理解していただきながら、ああ、三重県っていいところやなと、え

え人やなとか、そんなことで関心を持っていただくことが必要ではないかな

と思うんです。 

 我々、議会では、３県の奈良県と和歌山県と三重県の紀伊半島の関係で、

いろんな会合をさせていただいて、私も参加させていただいたとき、あれは

和歌山県の会場だったんですけれども、私がその会場へ行くのに案内表示盤

がいろいろあって、なかなかたどり着くのに時間がかかったんですね。これ、

私の個人的な問題ですけれども。 

 話をさせていただいて、いろいろと和歌山県が力説する中で、力説という

か、ＰＲする中で場所が忍者の里と、これは参ったなと、伊賀者が言って何

事ぞ、根来とおっしゃるんですね、根来なんですね。もちろん滋賀県は、甲

賀忍者で有名ですね。関西からすれば、これは長野県とか全国にたくさんあ

るとはしても、我々、意外と伊賀忍者はトップやと思っていたんですね。み

んなそういうふうに思っているんですよ、忍者といえば伊賀忍者と、服部半

蔵やと、これはこれでいいんでしょうけれども。たまたま、徳川家康ではな

いですけれども、本能寺の変以降、服部半蔵が主君があったということから、
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東京のというのか、当時は、江戸づくりに半蔵の意見を聞いたわけですね。

城の中に半蔵門ってあるんですよ、そんな普通ないわけですわね。それがあ

るわけですよ。不忍池もあるんですね。上野という地名もありますね。これ、

まさに三重県の服部半蔵ではありませんけれども、意見が通っているんです

よ、江戸のまちづくりに。そういうことが我々の誇りなんですね、誇り。し

かし、根来も甲賀もあるから、伊賀忍者は相当こうやって一躍大舞台に上

がったのかなと思うところなんです。 

 これ、時間調整と皆さんが勘違いしているか分かりませんけれども、ここ

が大事なことで、忍者は競合するので工夫が必要ですよと申し上げたい。こ

こはですね。競合しない江戸川乱歩や松尾芭蕉というのは、三重県独自のゆ

かりなんですね、ここはポイントでございまして。 

 御理解いただきながら、時間がちょうど来ましたので、先ほどのあの芭蕉

の着ぐるみは誰ぞやなと。これだけちょっと言うておかんことには、悶々と

しながら終わっちゃうおそれがあるので申し上げますけれども、「生誕360

年 芭蕉さんがゆく 秘蔵のくに 伊賀の蔵びらき」のパネル写真に登場す

る芭蕉、これは、当時は伊賀県民局だったと、ちょっと、私、確かなことは

分かりませんけれども、県のところです。蔵びらき事業プロジェクトという

のがありまして、そこで派遣されていた名張市職員の、誰もその着ぐるみに

入る者がいなかった、名張市職員やったんですわ。名和健治、これ、冗談

じゃないですよ、フルネーム、名和という方なんですよ。本人確認ができま

して、誰もしていませんね、誰もしていません。それも、これが実は謎解き

なんですね、謎解きです。 

 そんなことを申し上げながら、ここは知事に対しまして、今回、大変失礼

な質問をさせていただいたり、何か上から目線で質問したのを少し反省しな

がら、でも、改めて県民のためのビジョンやプランであってほしいと、オー

ル三重で頑張ってほしいと、この思いでございます。さすが一見知事だと

言ってもらえるようにしてほしいと。 

 信頼される県政運営は、まさに不易流行に尽きると考えます。最近、ス
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ポーツ界ではワン・フォー・オール、オール・フォー・ワンと言われており

ます。これ、言い換えるまでもないんですけれども、全ての県民のために、

県民みんなで一つの目的のために、こういう県政運営が求められているので

はないかなと、このように思うんです。 

 ここで一句、申し上げます。 

 「ワン・フォー・オール 不易流行 オール・フォー・ワン」。ありがと

うございました。（拍手） 

 

休          憩 

○議長（青木謙順） 暫時休憩いたします。 

午後０時31分休憩 

                                    

午後１時30分開議 

 

開          議 

○副議長（稲垣昭義） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

代 表 質 問 

○副議長（稲垣昭義） 代表質問を継続いたします。19番 倉本崇弘議員。 

   〔19番 倉本崇弘議員登壇・拍手〕 

○19番（倉本崇弘） 草莽、桑名市・桑名郡選挙区選出の倉本崇弘です。議長

のお許しをいただきましたので、通告に従いまして代表質問をさせていただ

きます。 

 午前中の議論の中で、強じんな美し国ビジョンみえ（仮称）、あるいは、

みえ元気プラン（仮称）の大まかなところの議論はしていただいたかなと

思っています。 

 私は３番目ということで、少し個別のことを聞きながら、知事の思いとい

うものを県民の皆さんにも分かりやすくなるよう質問をしていきたいなと
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思っています。 

 一見知事が就任して以来、半年が経過をいたしました。就任早々、三重と

こわか国体・三重とこわか大会の延期申請を見送るという決断をするなど、

なかなか苦難なスタートとなりました。 

 また、新型コロナウイルス感染症も第５波から一時小康状態を保っており

ましたが、年明けから第６波が本格的に三重県でも広がり、現在もその対応

に追われ、厳しい状況下にあります。 

 そういった中で、今定例月会議に示された来年度当初予算案は、一見知事

が初めて編成をする当初予算であり、さきに示されたいずれも概要案である

強じんな美し国ビジョンみえ、みえ元気プランと併せて、一見カラーを総合

的に県民の皆さんにお示しする初の機会となります。 

 午前中にも知事自身がおっしゃいましたが、平時であれば、当選してから

今までの間でも、知事自身が県内各地に出向いて、知事の思いをお話しされ

たりとか、あるいは県政運営に係る基本的な考え方を伝えていくという機会

が幅広く用意されています。 

 しかし、コロナ禍ということで、大変残念ではありますが、そういった機

会に今までは残念ながら恵まれていないというのが実情であります。そう

いった状況ですから、なおのこと、当初予算案というものは、県民の皆さん

にとっては重要な知事の思いを伝える場だと考えています。 

 誰が知事であっても、行政の継続性というものはもちろん重要ですが、そ

れと同時に、知事のリーダーシップによって注力される分野こそが、私は知

事の存在感を示す大きなところだと思っています。 

 また、知事の交代のみではなく、時代の要請に合わせて、社会情勢の変化

によって注力をしなければならないという分野が当然出てくると思っていま

す。 

 前知事の時代には、就任当初、紀伊半島大水害であったりとか、東日本大

震災の直後ということで防災・減災対策にかなり注力をしてもらいました。 

 また、伊勢志摩サミットや三重テラスに象徴されるような県外へ三重県の
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魅力を発信する取組、こういったところに相当に注力されたのではないかと

考えています。 

 これら前知事時代に注力してきた分野というものは、私は一見知事に替

わって、出口戦略も含めて具体的に検討したり、あるいは、場合によっては

さらに少しアレンジを加えて加速していくということを検討していかなけれ

ばいけない分野であると思っています。 

 いずれにしても、惰性的に、前からやっているからといって継続的にやっ

ていっていいというものではなく、特に重点的にその効果等々についても検

証がなされるべき分野であると私は思っています。 

 また、一見知事就任当初に、先ほども申し上げましたが、国体の延期申請

を見送るなど、苦渋の決断を強いられました。一見知事の下で、三重県同様、

苦渋の選択を今後しなければならないような県が出てこないように、この苦

渋の選択をしなければならなかった三重県の知事として、三重県として、国

体の在り方をあらゆる機会を通じて発信していくことは、これは三重県に課

せられた責務であると思っています。 

 また、今もコロナ禍の真っただ中でありますが、従来とは感染症に対する

備えというのは少し違った段階に入ってきていると思っています。そういっ

た意味では、感染症に対する平時からの備えというものも少し視野に入れて

取り組んでいかなければならない一つの重要な分野であると思っています。 

 ぜひ一見知事におかれても、時代の要請のある分野に積極果敢に取り組ん

でいただくとともに、三重県を離れて以来、知事がこれまでの経験で培われ

てきた知見を存分に発揮され、三重県の発展のために尽力されることを強く

期待しております。 

 とりわけ県政の諸課題が多岐にわたる中で、全ての分野に等しく注力して

いくということは、これは残念ながら現実的ではありません。めり張りをつ

けて取り組んでいただければと思います。 

 そこで、前知事時代から注力してきた分野についての考え方、そして、時

代の要請に応じた新たな分野についての考え方、知事がこれまで培ってきた
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知見に関わる分野についての考え方、大きく三つに分けて、この質問で取り

上げさせていただきたいと思います。 

 最初に、前知事時代から注力していた分野についてお伺いしたいと思いま

す。 

 先ほども少し申し上げましたが、防災・減災対策、ＭＩＣＥなどの三重の

魅力を発信する取組などは、前知事時代から注力されてきた分野であります。 

 知事が替わったことにより、とりわけこういった分野について一見知事が

どう考え、そしてどう取り組もうとしていくのか、その考え方を明確にして

いく必要性があります。 

 当然、先ほども申し上げましたが、誰が知事であっても取り組まなければ

ならない分野と、知事の目指すべき三重県像に基づき取り組んでいく分野の、

大きく２パターンがあります。 

 こういった意味では、前知事から一見知事の体制に本格的に移行するに当

たり、前知事時代から注力してきた分野については一定の整理、そして一見

知事の考え方を落とし込んでいくことが極めて重要です。 

 誤解を恐れず申し上げれば、こういった分野については、知事が替わった

この今だからこそ大胆な見直しをするべき私は好機であると思っています。 

 そこで、まずは防災・減災対策についてお伺いしたいと思います。 

 前知事時代には就任当初、先ほども申し上げましたが、紀伊半島大水害、

東日本大震災などがあり、防災・減災対策に対しては特に力を入れてきまし

た。その象徴的なポストとして危機管理統括監が新設されました。言うまで

もなく、このポストは副知事級のポストであり、文字どおり、危機管理の司

令塔であることは言うまでもありません。 

 しかし、このポストが恒久的に必要であるかといえば、私は少し疑問が残

ります。前知事の思いが強く反映されたポストの一つではないかなと考えて

いますが、少なくとも来年度に向けては、このポストはこのまま継続される

ということであります。 

 このように、表面的にはあまり大きな変化がない中、防災・減災対策につ
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いての知事の考え方をまずはお伺いしたいと思います。 

   〔一見勝之知事登壇〕 

○知事（一見勝之） 知事に就任させていただいてから、３月14日が来ますと、

ちょうど半年ということになるわけでございますけれども、この半年間、御

指摘いただいた国体の問題もありましたが、やはり新型コロナウイルス感染

症で忙殺された半年弱やったかなという気がします。 

 県内の医療関係者の皆さんの御努力で、第６波は何とか、どうぞこうぞ収

まっているという感じですが、これ、いつ牙をむいてくるか分かりません。

近隣県では、もう医療崩壊に近い状態になっているところもあるので、それ

を食い止めていただいているのは医療関係者の皆さんでもありますし、また、

ふだんの生活で注意していただいている県民の皆さん、それから事業者の皆

さんのおかげであります。 

 また、手前みそになって恐縮ですけれども、県職員も一生懸命に頑張って

いまして、特に宿泊療養施設を設置したり、それから大規模接種会場はお褒

めの言葉をいただいたりもしていますが、それは全て県職員の頑張りの部分

がございまして、彼らに賛辞を送りたいと思っています。 

 また、折に触れて県議会の皆さんから御指摘を頂戴して、その都度やり方

を変えて、修正して、いい方向に持っていっているということも大きいと

思っています。 

 御指摘をいただいた防災・減災の対策であります。これは、災害の脅威か

ら県民の命、財産を守るということは行政最大の使命やと考えております。

これは誰が知事であってもやらなきゃいけないものでありまして、それが証

拠に、どの知事のホームページ、県のホームページということですが、それ

を見てみても、やはり防災・減災を掲げていない知事はおられません。知事

の思いでその政策を展開するということではなしに、議員の御指摘があった

ように、県にとって何が必要かというのを考えて、もちろんそこに知事の考

えが入りますけど、それを職員に押しつけるのではなくて、職員とよく議論

をして、職員がやっぱり、これ、必要ですよねということになれば、それを
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掲げて、選択と集中でやるしかないのですね。全てのことを満遍なくやるの

は、議員が御指摘のように、それは難しいですから、どれに力を入れていく

かということをやっていかないかんと思うんですよ。 

 そういう意味では、この強じんな美し国ビジョンみえ（仮称）の中では政

策展開の基本方向、第３章を掲げていますが、その最初に、安全・安心の確

保ということですね、県民の命を守る方策というのを掲げているところであ

ります。 

 これは強じんな美し国ビジョンみえだけではなくて、行政展開方針にも書

かせていただいています。もちろんみえ元気プラン（仮称）もそうです。そ

れから令和４年度予算案にも、組織改正にも盛り込んでいるところでありま

して、力を入れてしっかりやっていくところであります。 

 今までも、議員も御指摘いただきましたが、三重県ではここに力を注いで

きました。危機管理統括監の設置もそうですし、災害対策本部の体制整備に

ついてもそうであります。 

 私も国で危機管理の業務をやりまして、海上保安庁だけではなくて、鉄道

局に在籍していましたときには、ちょうどＪＲ福知山線脱線事故が起こりま

して、多くの方が犠牲になられました。その対応も、昼夜を分かたずやらせ

ていただいたという経験をしておりますけれども、そういった経験から見ま

すと、やはりもっと充実せなあかんことは幾つか見えてきております。これ

から職員とも議論して、実際にそこに力を入れていって、改善していくわけ

です。 

 例えば一つは、議会でも御指摘いただきましたけれども、有事の際に対応

するスペースがないやないかと。オペレーションルーム、シチュエーション

ルームと言われるようなスペースがないと、やっぱり幾らやる気があっても

効果が出ませんので、そこは必要だと思いますし、それから、国との関係で

すね。三重県で大変なことになったとき、近隣の県に助けてもらうと、それ

も大事ですし、ちょっと遠い県に助けてもらうのも大事ですけど、一番部隊

を持っているのは国です、実行力を持っているのはですね。実動部隊である
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自衛隊とか海上保安庁は国の指示で動きますので、そういう意味での官邸と

の関係は非常に弱いなという感じがいたしました。そこも強めていかなあか

んと思いますし、それから、市町との関係はある程度できていますけれども、

重要なのは情報でありますので、市町に対して県が情報を取るために誰を送

り込むのか、送り込む人間のランク、あるいは経験、そういったものをこれ

からしっかりと議論して、改善していかないかんなと思っております。 

 いずれにしましても、災害、これはいろんな災害があります。南海トラフ

地震もありますし、それから風水害もありますが、火山の噴火みたいなもの

は考えないといけないと思います。富士山の噴火が三重県にどう影響を及ぼ

すのかというのもありますけれども、阿蘇山だとか九州の噴火は、東側に大

体噴火というのは影響が及んできますので、そういったことも含めてこれか

ら議論していかなきゃいけないところで、ビジョンにも、噴火についても記

載させていただいているところであります。 

 いずれにしましても、災害からの被害を軽減するための対策をソフト、

ハード両面から進めていきたいと考えております。 

   〔19番 倉本崇弘議員登壇〕 

○19番（倉本崇弘） ありがとうございました。 

 防災・減災対策についての知事のお考えを、まずはお伺いいたしました。 

 次に、ＭＩＣＥ等についてお伺いしたいと思います。 

 これも防災・減災対策と同様、前知事時代から力を入れ、三重テラスを拠

点とした情報発信であったり、伊勢志摩サミットをはじめとするＭＩＣＥを

推進することによって三重県の魅力を国内外に発信をする取組に相当に注力

してまいりまして、そして大きな成果を上げてきました。 

 しかし、コロナ禍を経験し、リモートなどが大きく遅れていた我が国にお

いても必要に迫られ、加速度的にリモート勤務などの新たな勤務体系という

ものが定着しつつあるという大きな社会的な変化が起きてきています。当然

のことながら、ＭＩＣＥ等についても一定の影響が及ぶと私も考えています。 

 そこで、今後のＭＩＣＥの展開等々についてお考えをお伺いしたいと思い
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ます。 

   〔一見勝之知事登壇〕 

○知事（一見勝之） 平成28年ですけれども、前知事の時代でありますが、

Ｇ７伊勢志摩サミットが開催されました。これによって三重県の名前は大き

く、日本だけではなくて世界中に知らしめることができまして、三重県を訪

問する外国人の数は伊勢志摩サミットの前と比べると増えてきております。

これ、非常に大きなインパクトのある政策やったと思います。 

 三重県は、もともと誰が見ても、こんなすばらしいところはないというぐ

らいの観光資源に恵まれています。また、食材も豊富であります。自然も豊

かであります。これをあとはどうやって世界に、あるいは日本に打ち出して

いくかというところがポイントでありまして、御指摘いただいたＭＩＣＥに

ついてもその一つのやり方やと思っております。 

 私も日本政府観光局、当時は国際観光振興会と言いました、観光の仕事を

していたときに、ちょうど国際会議等の促進及び開催の円滑化等による国際

観光の振興に関する法律ができるときでありまして、直接、私は担当はして

いませんでしたけれども、外国で日本でコンベンションの誘致の仕事もさせ

ていただきました。 

 これ、なかなか難しいのは、その県にコンベンションを誘致する、場所は

当然必要ですけれども、場所だけではなくて、例えば有力な学会ですとか、

あるいは財界とかというのがないと、なかなかそこにＭＩＣＥを誘致するの

は難しい。特に、ＭとＣですね。それからエキシビションも特にそうですが、

インセンティブツアーは観光の延長線上にあるので、そこはうまくやれば何

とかなるんですけれども、難しいところがあります。 

 ただ、そうはいっても、立ち止まっていてもしようがないので、多くの国

際会議を誘致しましょうって、これはとても重要なことだと思っています。 

 ただ、ＭＩＣＥにとらわれずに、もっと広い意味での観光振興を図ってい

くことが重要やと私は考えておりまして、拠点滞在型の観光を推進すること

によって、より多くの人に、こんなええ三重県に来てもらうということが重
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要やと思っています。 

 そのためには三重県の魅力を、例えば御指摘もいただきました三重テラス

なども活用して、大都市圏の人に、特に東京ですけれども、発信していくと、

名古屋、大阪にも同じように発信する必要があると考えていますし、また、

世界的にも、これは日本政府観光局と協働して発信していく必要があると思

います。 

 令和４年度の予算につきましては、その意味も込めまして、観光振興の予

算を倍増させております。また、組織も充実して、人員についても強化を

図った、こういうことでございまして、引き続き観光について、ＭＩＣＥも

含めて取り組んでいきたいと思っております。 

   〔19番 倉本崇弘議員登壇〕 

○19番（倉本崇弘） ありがとうございました。 

 ＭＩＣＥについての考え方というのが、大分私の中では納得がいく部分が

ありました。観光戦略の一つのツールとしてＭＩＣＥを活用していこうとい

うことなんだろうと思います。 

 今までは、どちらかというと、特出ししてとまでは言いませんが、かなり

強くこのＭＩＣＥを意識しながらやってきたものが、一つの誘客をするため

のツールとしてお考えになっているということだろうと理解させていただき

ました。 

 このＭＩＣＥ、三重県、かなり数字的にも実績が上がってきています。伊

勢志摩サミット直後に12件の誘致をして、それ以来、平成29年に８件ですか

ね。2018年に16件、2019年に13件ですかね。2020年は多分、これは新型コロ

ナウイルス感染症の影響かなと思いますが、１件ということで、それまでは、

伊勢志摩サミット前は２件とか、１件とかかなり少ない数字だったのが、２

桁台に乗せてきたということで、かなりうまくいっているんだろうと思いま

すが、課題がないわけではないと思っておりまして、この内訳を見てみると、

津とか伊勢志摩、こういった地域が圧倒的に多くて、他の地域は本当に１件、

２件という、そういったことになっています。 
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 ツールとしてお考えということでありますので、あとは経済効果なども、

誘致をするとどの程度の経済効果があって、例えば津に誘致したら、津だけ

ではなくてほかのところにもこれぐらいの経済効果がありますよとか、そう

いった検証も今後しっかりとしていかなければならないんだろうと思います。

これは、今は県が窓口となって補助金の制度も県で用意してもらっています

が、行く行くは各市町で対応していただくということも私は考えていっても

いいのかなという、以前にもこれは申し上げたことがあると思うんですが、

考えてもいいのかなと思っていますので、ぜひこれからの施策を考える上で、

そういったことも検討材料の一つにしていただければなと思います。 

 ＭＩＣＥと防災・減災対策について、前知事時代から取り組んでいる分野

について知事のお考えをお伺いしました。 

 先ほども質問の前段でも少し申し上げましたが、ぜひこういった分野につ

いては、特にその効果等々を十分に検証して、これから具体的に強じんな美

し国ビジョンみえ（仮称）、みえ元気プラン（仮称）をつくっていく際にも

検討していただければと思います。 

 それでは、次に、時代の要請に合わせて必要が出てきた新たな分野につい

ての知事の考え方をお伺いしたいと思います。 

 望むと望まざるとにかかわらず、三重県も間違いなく時代の渦に巻き込ま

れていきます。一見県政においても国体の在り方、そして新型コロナウイル

ス感染症というものが、まさにこの半年弱の間で直面した課題であると思っ

ています。 

 まずは、三重とこわか国体・三重とこわか大会の延期申請の見送りとその

後についてお伺いしたいと思います。 

 コロナ禍において残念ながら、昨年の９月に予定されていた三重とこわか

国体・三重とこわか大会が中止され、そして、就任直後の一見知事の下で延

期申請の見送りが決定されました。 

 これまで多くの県民の皆さん、そして関係者の皆さんの御協力をいただき、

開催に向けて長年にわたり取り組んできた中、新型コロナウイルス感染症と
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いう大変厳しい社会環境の中で、県民、選手、関係者の安全・安心を考える

中での中止をせざるを得なくなり、しかも延期申請もできないという、これ

は財政的な要因が大きな要因であると理解しておりますが、苦渋の選択がな

されました。 

 この件については、多くの県民、そして関係者の皆さんが納得のいかない

部分を持っているというのもまた事実であります。だからこそこれらの経験

を踏まえて、県単独での開催ではなく、ブロック開催なども含めて、今後の

国体の在り方について、一見知事の下、苦渋の決断を強いられた三重県とし

て強く訴えていく必要性があります。 

 そこで、開催中止という経験をした三重県として、今後の国体の在り方に

ついてどのように国などに提案していくと考えているか、県の考え方をお伺

いしたいと思います。 

   〔辻󠄀 日出夫地域連携部国体・全国障害者スポーツ大会局長登壇〕 

○地域連携部国体・全国障害者スポーツ大会局長（辻󠄀 日出夫） 今後の国体

の在り方について国に提言していくべきと考えるが、今の取組状況はどうか

という御質問に対して答弁申し上げます。 

 三重とこわか国体・三重とこわか大会の開催に向けましては、県民の皆様

をはじめ、市町や競技団体等、関係者の皆様など実に多くの方々に御協力い

ただきまして、約10年の長きにわたり開催準備を進めてまいりました。 

 残念ながら、開催はできませんでしたが、三重県らしい国体の在り方を模

索し続けてきた結果、一定の取組成果を残せたのではないかと考えています。 

 県では、こうした数々の取組を、関係者の皆様と一緒に進めてきた開催準

備、新型コロナウイルスの感染防止対策との両立、そして、大会中止決定に

伴い、選手をはじめ協力いただいた皆様の思いを形にすること、この３点に

おいて整理し、三重県ならではの特徴的な取組を取りまとめたところでござ

います。 

 一方で、これからの国体の在り方については、それがどのようなものであ

ろうとも、引き続き、市町や競技団体はじめ、関係者の皆様の理解や協力が
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得られるものでないといけないと考えています。 

 また、開催地におけるスポーツ振興や地域の活性化など、国体がこれまで

レガシーとして開催中にもたらしてきた価値や意義が残せることも大切だと

考えています。 

 そのためには、大会運営などにおいて簡素効率化が図られ、開催地が過度

な負担なく開催できる持続可能な大会であることや、開催地における競技力

向上が図られ、地元選手が活躍することで地域が一体となって盛り上がる大

会であること、さらには、多くの県民が様々な形で参加することでスポーツ

に親しみ、健康で生きがいのある生活を送るきっかけとなるような大会であ

ることなどが望ましい国体の姿ではないかと考えています。 

 ２月10日に、私は日本スポーツ協会にお伺いしまして、こうした三重県の

特徴的な取組をお伝えするとともに、今申し上げました望ましいありように

ついて意見交換をしてまいりました。 

 日本スポーツ協会からは、三重県の取組は、日本スポーツ協会が三重県の

意思を継承し、後催県に伝えていく責務があると考えている。特に、新型コ

ロナウイルス感染症対策は、栃木県の冬季大会の開催において三重県の取組

が非常に役立っており、国体における感染症対策の礎となっていると。また、

三重県が考える望ましい国体の在り方についても、日本スポーツ協会が現在

議論しておる三巡目国体に向けた在り方検討に関する今後の議論に生かして

いきたいとの意見をいただきました。 

 今後も引き続き、国体の在り方検討の状況について適宜情報収集を行い、

機会を捉えて意見を述べていくことで、その検討がより一層実りあるものと

なるよう、協力してまいりたいと考えています。 

   〔19番 倉本崇弘議員登壇〕 

○19番（倉本崇弘） ありがとうございます。 

 国体については、今後の在り方を含めて、これで一段落ということではな

くて、これまで三重県が経験してきたことを関係者の皆さんに的確に伝えて

いただいて、今後の国体の在り方についてぜひ生かしていただければなと思
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います。 

 それでは、次に、感染症対策についてお伺いしたいと思います。 

 第５波から第６波の備えとして策定されました三重県新型コロナウイルス

感染症対策大綱に基づき、現在、その対応に当たってもらっています。この

大綱を策定したために、第５波から比べるとそのルール化が格段に進み、迅

速な対応ができていると私は感じています。特に、感染防止拡大アラートの

発動から現在のまん延防止等重点措置への移行の流れというのは比較的ス

ムーズにできたのではないか、こう思います。しかし、ピークは超えつつあ

るのかなとも考えられますが、依然、高い感染者数を維持しているというの

が現状であります。 

 そういった中で、来年度に向けては、感染症対策課の人員を強化するとと

もに、ワクチン・物資支援プロジェクトチームを新たに設置するなど、組織

体制を強化を図る一方で、現在、防災対策部にある総合対策に関する業務を

医療保健部に移管することとなっています。 

 権限を医療保健部に集中させるという、こういった意図なのでしょうが、

その一方で、新型コロナウイルス感染症は単なる医療的なアプローチだけで

はなく、経済的な活動に多大な影響を与えているということが明らかになっ

ており、社会的な大きな課題の一つになっていると思います。 

 そういった中で、権限を医療保健部に集中させることによって、逆に、経

済への影響を含めた対応が抜け落ちてしまうのではないかという危惧を持っ

ています。 

 そこで、２点お伺いしたいと思いますが、第７波に向けて、今第６波に向

けて策定しておりました新型コロナウイルス感染症対策大綱を改めて策定し

直すのかということが、まず第１点。そして２点目は、第７波に向けて総合

対策業務を医療保健部に移管することで総合的な対策が後退するのではない

か、この辺りの考え方についてお伺いしたいと思います。 

   〔野呂幸利防災対策部長登壇〕 

○防災対策部長（野呂幸利） 三重県新型コロナウイルス感染症対策大綱につ
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いて御質問いただきました。 

 昨年12月に、第５波におけるその対応を検証し、課題を整理するなどして

第６波に備えるための対策をまとめた三重県新型コロナウイルス感染症対策

大綱を策定したところです。 

 大綱においては、これまでにない感染拡大により大変厳しい状況となった

第５波における対策を振り返り、医療予防における保健所・本庁の体制、検

査体制、ワクチン接種、医療提供体制、感染拡大防止対策、情報提供、事業

者支援の観点から課題を洗い出した上で、早期対策の基準や感染拡大の波を

できる限り小さく、短くするための対策を取りまとめました。 

 本年１月以降の第６波においては、この大綱を基に対策を行っているとこ

ろで、具体的には、第５波における病床使用率が最大で約７割、宿泊療養施

設も約半数が埋まるなど、医療提供体制への負荷がかつてないものとなりま

したが、現在、病床等の確保や運用に当たっては、医療関係者をはじめ関係

機関の御協力をいただき、感染者の増加に合わせて対応しているところでご

ざいます。 

 また、先ほど議員からも御紹介がありましたけれども、感染防止に係る県

民の皆様、事業者の皆様への要請に当たっては、大綱に定めた基準に基づき

感染拡大防止アラート、拡大阻止宣言を発出し、早い段階から警戒の呼びか

けを行いました。 

 さらに、感染がこれまでにない速度で拡大する厳しい状況においては、県

独自の緊急警戒宣言を発出せず、より強い措置でありますまん延防止等重点

措置へ前倒しをして移行するなど、状況に応じた対策を行ってきました。 

 あわせて、高齢者の感染増加など、状況を踏まえて高齢者施設へ訪問、感

染防止の徹底を依頼する新しい対応とともに、ワクチンの３回目接種に向け

てはスケジュールを前倒して接種促進に取り組むなど、大綱に加えて、新た

な知見やウイルスの特性に合わせて柔軟に対応してきているところでござい

ます。 

 今後に向けた取組でございますが、新型コロナウイルス感染症はまだまだ
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解明されていない部分がたくさんあります。対応には、これまで積み重ねて

きた経験を生かすことが重要であります。 

 こうしたことから、今の波がまず収束した後に、第６波における対応につ

いてきちっと整理を行って、その中で得た経験を生かしつつ、次の波に適切

に対応できるように備えていきたいと考えております。 

   〔加太竜一医療保健部長登壇〕 

○医療保健部長（加太竜一） 総合対策業務の医療保健部への移管ということ

で御心配の御質問をいただきました。御答弁させていただきます。 

 今回の組織改正に伴う業務移管につきましては、三重県新型コロナウイル

ス感染症対策本部事務局において、総合対策を担う担当課の所管部局が医療

保健部に変更になるというものがございまして、それに必要な定数も医療保

健部に確保しているところでございます。 

 今年度も総合対策の検討に当たりましては、医療保健部も入って、知事の

下、一緒に検討させていただいたところでございまして、知事を本部長とし、

部局横断の組織であります三重県新型コロナウイルス感染症対策本部の下、

各部局が対策を担っていく体制に来年度も変更はございませんので、経済対

策なども含めて、引き続き、医療保健部も含め全庁一丸となって、県民の命

と安心を守るための取組を進めてまいりたいと考えてございます。 

   〔19番 倉本崇弘議員登壇〕 

○19番（倉本崇弘） ありがとうございます。 

 組織体制については、事務局機能が移管するだけなので大丈夫だと、しっ

かりやっていくんだということだろうと思います。そういうことであれば少

し安心したところでありますが、いずれにしても、まだ厳しい状況が続いて

いる中、しっかりと対応していただければと思います。 

 そこに加えて、少し先の話になってしまうんですが、この新型コロナウイ

ルス感染症が少し落ち着いた後ですね、当然、質問の冒頭でも少しお話をさ

せていただきましたが、感染症に対する考え方というのが少し変わってくる

と思うんですね。 



－125－ 

 新型コロナウイルス感染症を経験して、今までは一つのウイルス、感染症

として捉えればよかった、すなわち、医療的アプローチだけをしておけばよ

かったものが、経済的なダメージとか、そういったところも含めて、これか

ら新たに出てくる感染症についても対策していかなければいけないという

ケースが考えられますので、ぜひ新型コロナウイルス感染症が収束した後の

体制についても少し頭に入れて、ぜひ検討していただければなと思います。 

 それでは、この質問はこれぐらいにさせていただきまして、次に、知事が

今まで培ってきた見識を生かして取り組んでいく分野についてお伺いします。 

 知事は午前中、あるいは私への答弁に対しても、県庁一丸となってやって

いくんだという、知事の思いだけではないというお話でありましたが、そう

はいいながらも、知事のリーダーシップというのはある程度必要になってく

ると思うんですね。知事のお人柄がにじみ出ている思いなのかなとも思うと

ころでありますが。 

 知事の思いというのも一定、少なくとも県庁内には発信して、こういう思

いでやろうと思うんだけど、どうなんだということを言っていく必要がある

のかなと思います。 

 そこで、知事、特に国土交通省の御出身ということで、国土交通省に関わ

る分野について少しお伺いしたいと思います。 

 まずは、公共交通についてお伺いしたいと思います。 

 これは昨年も少し取り上げさせていただきましたが、来年度の三重県行政

展開方針（最終案）によると、四つの注力する取組の柱の一つとして、安

全・安心の確保というものが挙げられ、移動手段の確保として、公共交通の

必要性についても記述してもらっています。 

 その中で、特に次世代モビリティー等を活用した取組、あるいは交通分野

と福祉分野が連携した取組という、こういった記載がなされています。また、

強じんな美し国ビジョンみえ（仮称）、みえ元気プラン（仮称）、いずれに

おいても公共交通については、記述はされているものの、一方で、これは赤

字路線に対する書き込みが多くて、つまり、赤字路線の支援であったりとか、
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採算の厳しくなった路線についての記述はあるんですが、現状黒字である路

線についてはあんまり記述がなされていません。 

 公共交通というものは、言うまでもなく地域の重要な足であり、なくては

ならないものであります。また、とりわけ近年、自動車の免許返納をされた

高齢ドライバーの方が徐々に増えてきています。こういった皆さんにとって

は、唯一の移動手段であることは言うまでもありません。 

 さらに、その将来の展望というのは、決して明るいものではなく、現在黒

字である路線についても、いつ何どき赤字に転落をしてもおかしくない状況

であります。これは鉄道、バス、いずれの分野においても同様の状況だと認

識しています。 

 そういう厳しい環境の中にある公共交通の維持を一民間事業者の自助努力

に任せていていいという時代は、もはや完全に過ぎ去っていると思っていま

す。 

 そもそもこの公共交通の分野というのは、我が国では歴史的に民間事業者

の占める比重が非常に大きくて、諸外国の事例なんかを少し調べていると、

やはり公的な関与というのが一定割合あり、その中で維持されているという

ことが見えてまいります。これは運営面、財政面、両面にわたってでありま

すが。 

 しかし、我が国では、国土が比較的コンパクトになっている点などから、

民間事業者を中心に公共交通の維持がなされてきたというのが今までの経過

だろうと思いますが、しかし、同様のことがこれからも通用するというわけ

には決していきません。 

 しかも、赤字路線の支援にしても、市町で完結するものについては市町が

担い、そして、市町をまたぐものは県が見ているということになります。こ

れは国の制度等々もあるので、県でいきなり変えていくというのは難しいの

かもしれませんが、いずれにしても、広域自治体である県が、あるいは市町

と連携しながら、公共交通の在り方全体を設計していくということが必要な

んだろうと思います。 
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 確かに中長期的には、自動運転であったりとか空飛ぶクルマなどの技術開

発によって、公共交通が今抱えている問題が一気に解決できるかもしれませ

ん。 

 しかし、諸外国では８割、９割方完成をしていれば、かなりいい技術だよ

ねと認められるのかもしれませんが、我が国においては、日本人というのは

100％のものを求める傾向が強いところもありまして、自動運転などの技術

についても100％のものをつくり上げていこうとすると、まだ少し時間がか

かるという見方もあり、その実用化にたどり着くまで少し時間の経過が要る

のではないかという、こういった見方もあります。 

 そういった中で、中長期的には次世代の技術開発に当然そういった大きな

期待をするところでありますが、短期的には公共交通の再構築というものを

県が主導して、モデルケース的に構築していく必要性があるのではないかと

考えます。 

 具体的に、過去にも例を挙げさせていただきましたが、運賃を少し引き下

げることによって利用率を上げるというのも、これも大きな方法の一つでは

ないかと思っています。 

 これは他県の検証結果でありますが、駅前の駐車場の料金を超える往復の

運賃がかかる場合は利用率が大幅に落ちるという、こういったデータもあり

ます。 

 ここで何が言いたいかというと、競合してくる公共交通を使うのか、マイ

カーを使うのかという、競合をする相手を意識しながら運賃設定していくと

いうことは、これは一つ今までにあまりなかった視点であり、そういった視

点でも少し検討していく必要性があるのではないかと思います。 

 あるいは、福祉分野との連携というのは県でも視野に入っていますが、こ

れは福祉分野だけではなく、昼間の時間帯などは比較的利用率が低いわけで

すから、こういったところに観光地と連携して、つまり観光分野と連携する

ことによって利用を促していくという新たな需要の掘り起こしというものも

図っていく必要性があるのではないか、こう考えます。 
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 何も工夫をせずに、ただ公共交通を利用してくださいと言われても、なか

なかこれは利用率が上がってきませんので、少し違った切り口で公共交通、

県が指導して、ぜひ考えていただければなと思いますが、公共交通に対する

県の考え方をお伺いしたいと思います。 

   〔山口武美地域連携部長登壇〕 

○地域連携部長（山口武美） それでは、お答えさせていただきます。 

 県内では、人口減少、運転手不足等により、交通事業者による輸送サービ

スの提供の継続が困難となる地域が増加しているところでございます。その

ような中、コロナ禍でさらに厳しい状況となっている側面もあります。 

 また、高齢化の進展であったりとか、高齢者による運転免許証の自主返納

が進んでいることなどから、車を運転しない、できない高齢者等の移動手段

としての地域公共交通の重要性が、本当にどうするんだということで高まっ

ているところでございます。 

 こうしたことから、三重県、一律じゃないと思いますので、地域ごとの実

情に、状況に応じて、県や市町をはじめとする交通に関わる様々な主体が相

互に連携協力しながら、地域が一体となって持続可能な移動手段の維持・確

保を図ることが求められているのかなと考えているところでございます。 

 そうした中、官民連携みたいな取組の中の一つとしまして、私どもは市町

ごとに地域公共交通の今後のあるべき姿と利便性の向上や利用促進等につい

て市町、地域住民代表の方々であるとか、学識経験者、交通事業者等と共に、

地域公共交通会議等の場で具体的な対策の検討を行っているところではござ

います。 

 そのような取組例としましては、例えば昨年度来、モデル的にもやってい

ますけれども、南伊勢町では、道路幅の狭いエリアでの小型車両の町営バス

を導入する際に、教育分野や医療分野との連携として、具体に申しますとス

クールバスを利用したりとか、病院が運行する送迎車両など他の交通手段と

の接続を図り、利便性の向上に取り組んでいたりとか、昨年度来の取組です

けれども、議員のほうからも話がありました福祉分野等としまして鳥羽市、
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答志島であったりとか、これは町内会による委託も含めた上で、病院への移

動をやるとか、紀北町におきましても、デマンドの福祉対象タクシー事業者

との連携も行うとかと、それと今年度、先般ですけれども、議員の方々も見

に来ていただいた方々が見えますけれども、桑名市におきましても、交通結

節点の桑名駅と生活と観光が混在する七里の渡しエリアを、これは実際モビ

リティー系ですけれども、自動運転車両で結ぶ実証実験を行っていると、こ

のような様々な取組を行う中で、連携した取組を引き続き取り組む必要があ

るのかなと考えているところでございます。 

 それで、こうした中、三重県でも取り組んでいるところではございますけ

れども、国では、令和２年11月に施行されました地域公共交通の活性化及び

再生に関する法律の改正法に基づきまして、地方公共団体ごとで地域公共交

通計画を作成することを求めているところでございます。 

 このような動きも踏まえまして、県としましても、厳しい状況にある地域

の公共交通の維持・確保に向けて、地域における輸送交通資源の総動員も考

慮しながら、地域の実情に応じた取組を市町や事業者等と連携しながら、こ

れまで以上にしっかりと取り組んでいきたいと思います。 

   〔19番 倉本崇弘議員登壇〕 

○19番（倉本崇弘） ありがとうございます。 

 中長期的な取組ももちろんですが、特に短期的な再構築への取組というの

はしっかりとやっていただければなと思います。 

 次に、観光についてお伺いしたいと思います。 

 コロナ禍において最も大きなダメージを受けているのは、観光業というこ

とは言うまでもありません。 

 知事も来年度当初予算の中で、あるいは強じんな美し国ビジョンみえ（仮

称）、あるいはみえ元気プラン（仮称）の中でも観光というものに非常に注

力されるということでありますし、先ほどの答弁でも観光にしっかり力を入

れていくんだという意気込みを改めて確認させていただきました。 

 観光というのは、幅広い産業に影響を及ぼす分野であるということは言う
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までもありません。ただ、コロナ禍を経験して社会全体の在り方が大きく変

わっていく中で、観光の在り方も、コロナ前とコロナ後では大きく変化する

ということが想定されます。 

 当面、インバウンド需要というものはなかなか見込みづらいという状況が

続くでしょうし、国内の旅行に関しても、県内旅行とか日帰り旅行などが多

くなるような変化が想定されるところであります。 

 そういった中でさらに厳しいのは、数か月前から予定を立てておかなけれ

ばいけない団体旅行については、個人旅行に比べてもより厳しい環境にさら

されているのではないかと思います。 

 特にこの２年間は、まん延防止等重点措置であったりとか緊急事態宣言が

発令されて、経済をある程度止めていかなければいけないということを度々

経験しています。 

 そこに加え、今のトレンドとしては、団体旅行から個人旅行にシフトして

いくという状況に、新型コロナウイルス感染症が加わって厳しさを増してい

るというのが、これが団体旅行の実情だろうと私は認識しています。 

 そういった中で、ここ数か月の間に、ドライブインの閉鎖、休止が県内で

も見られるようになってきています。大きな流れとしては、先ほども申し上

げましたように、団体旅行から個人旅行にシフトしているという中、そして

新型コロナウイルス感染症がそこに追い打ちをかけたということになってい

ます。 

 その一方で、団体旅行というのは多くの需要を生み出し、関係事業者に

とっては大きな収入源となります。現在、県でも、観光資源の磨き上げを行

い、県内各地に点在する観光資源の掘り起こしを行ってもらっています。 

 そういった中で、休憩や食事のできるドライブインというのは、観光地へ

とつないでいく大変大切な動線であり、欠くことのできない観光インフラで

あると私は思います。 

 そこで、観光について県の考え方をお伺いしたいと思います。 

   〔小見山幸弘雇用経済部観光局長登壇〕 
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○雇用経済部観光局長（小見山幸弘） 御答弁申し上げます。 

 現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、お話がありましたとおり、

団体旅行をはじめ県内への旅行者が減少しており、県内観光地が大きな打撃

を受けておることから、県内における消費喚起を図る上で、団体旅行を対象

とした誘客促進が必要であると考えておるところでございます。 

 そのような状況において、ドライブインや道の駅は、出発地と目的の観光

地をつなぐ中継拠点として、休息や食事場所を提供するなど重要な役割を果

たしており、観光バスでの団体旅行や自家用車を活用した観光振興を進める

拠点として必要な施設と認識しておるところでございます。 

 本県では、団体旅行を中心とした観光客の獲得を図るため、今年度でござ

いますが、６月補正予算において御承認いただきました県内旅行商品造成・

販売支援事業を実施しておりまして、第５波の感染状況が落ち着いた10月22

日から旅行商品を販売しておるところでございます。 

 １月31日時点ではございますが、295コースの旅行商品が造成されており、

そのうち約４分の１の73コースでドライブインを活用した団体ツアーを催行

しておるところでございます。 

 令和４年度におきましても、同事業により、一層積極的に取組を進めたい

と考えております。 

 さらに、新規事業といたしまして、みえの観光地づくり推進事業におきま

して、観光事業者等が行う長期滞在や周遊性の向上につながる前向きな取組

に対する支援を実施する予定としておるところでございます。 

 具体的には、ドライブインをはじめ観光事業者が実施する新たな旅のスタ

イルに対応するための施設整備や、新たな顧客の獲得につながる商品開発で

すね、そうした形の取組に対して補助というような形で考えておるところで

ございます。 

 これらの事業を通じて、観光客の受入れに欠かせない観光施設等を引き続

き支援してまいります。 

   〔19番 倉本崇弘議員登壇〕 
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○19番（倉本崇弘） ありがとうございます。 

 この公共インフラの維持というのは非常に重要なことだと思いますので、

ソフト事業だけじゃなくて、ハードの面も何らかの形で少し側面的に支援を

していただければと思いますので、今御説明いただいたような支援体制をぜ

ひ今後も続けていただければなと思います。 

 この観光と先ほどの公共交通については、私は公の役割というものが少し

変化をしてきているんじゃないかなと思っています。今までは民間に委ねて

いて、それで成り立っていたものが、ちょっと成り立たなくなってきている

という、こういった分野が出てきているということなんだろうと思います。 

 こういった分野にぜひ県が一定の役割を果たしていただいて、県政がうま

くいくように、あるいは県内の各事業者の皆さんが安心をして仕事に打ち込

んでいただけるような環境づくりというものをしっかりと県が担っていく、

こういった意気込みでぜひ取り組んでいただければなと思います。 

 それでは、次の知事の情報発信についてお伺いしたいと思います。 

 少し新型コロナウイルス感染症のことを例に挙げて質問をさせていただき

たいと思いますが、新型コロナウイルスは第５波に比べて、第６波の主力で

あるオミクロン株が弱毒化したと言われています。 

 ただ、そういった中でも不確定な要素も数多くあり、県としては、県民の

皆さんの命を守る、しっかりと守るという観点からより早く、より強い措置

をせざるを得ないという環境にあったんだろうと思います。 

 ただ、そういった中で、一部事業者の皆さんから不安を抱かれたりとか、

不安な思いをされている県民の皆さんがいるということも、これは私は受け

止めていかなければならないんだろうと思います。 

 そういった不安が一体どこから出てくるのかという一つの要因として、知

事の思いであったりとか、三重県がどっちの方向を向いているのかというこ

とがなかなか感じられないというところに、その要因が一つあるんじゃない

かな。いろんな要因があるんだろうと思いますが、ただ打っている施策が強

いから不安を感じるということではなくて、三重県がどういう方向に向かお
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うと思って取り組んでいるかという方向性がなかなか見えてこないというと

ころからも不安が出てくると私は思っています。 

 各部局からは必要な情報をしっかりと発信してもらっていると思いますが、

それに加えて、知事自身が県庁のトップとして、自らの思いであったりとか、

県民に対する何らかの発信をしていただくということが私は必要なんじゃな

いのかなと思います。 

 そういった点で、私はＳＮＳをぜひ御活用いただければなと思います。重

要なポイントは、私は職員が間に介在したりとか、あるいはマスコミが間に

入ったりとかという情報ではなくて、知事が、直接なかなか県民に語りかけ

るという機会は限定されていますので、ＳＮＳなどのツールを使って直接知

事が発したものを何の加工もされずに県民の皆さん一人ひとりに届けるとい

うことが、私は不安を解消する上で一役買うのではないかと思います。 

 そこで、知事の情報発信に対する考え方をお伺いしたいと思います。 

   〔一見勝之知事登壇〕 

○知事（一見勝之） 知事の情報発信の在り方についてお尋ねがありました。 

 もし議員の御了解、議長の御了解がいただけましたら、先ほど公の位置づ

けが変わってきたというお話をいただきましたので、それについてちょっと

簡単に触れてもよろしゅうございますか。 

 おっしゃるとおりでありまして、特に運輸の部分について交通の分野、私

もずっと長くその担当をしてきましたので、それはもうおっしゃるとおりで

あります。公の立場は変わってきています。 

 かつて、特にバス事業で、どっちも局長としてあるいは中部運輸局の部長

として担当しておりましたけれども、バス事業あるいは鉄道事業に関しまし

ては、これはもう日本は、御指摘のように民間が経営をしておりました。こ

れは、高度成長期だけではなくて日本の経済が右肩上がりであったとき、そ

れは可能であったからなんです。そうやけど、今もうそれはなかなか難しく

なっております。したがって、公設民営という考え方をしばらく前から国土

交通省は、運輸省の時代から議論しております。 
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 これは、どちらかというと、欧米の考え方ですね。下物、例えば鉄道でい

うと線路とか、あるいは車両、これは公が用意して、運営は民間の人にやっ

てもらうと、こういう考え方に変わってきております。これは、これからど

んどんそれは進んでくると思います。御指摘いただいた観光もそうですね。

観光に関しても、公が主導してやっていくという形に変わってきています。 

 交通の分野は、難しいのは、運輸省がそうだったんですけど、あんまり県

に権限を落としていないんです。運輸局でやってきて、さらには三重運輸支

局とか、そこでやってきているものですから、ノウハウがあんまりないとい

う問題も実はあります。 

 ただ、これから自治体はいやが応でもやっぱりやっていかなあかんので、

自治体というのは、市町はやってかないかんので、そこをサポートするのも

重要だと考えています。 

 御指摘いただいた公共交通の料金、これを財源を投入して安くするという

のも重要でありまして、これはもう十五、六年前から浜松市ではそれをやっ

ていますし、それから富山市では、富山ライトレールを契機として、富山市

の中の移動はどんな遠いところから来ても100円で行けるようにやるという

ようなこともやっていますし、そういった事例を集めて市町に提供していく

というのも重要ですし、こういうやり方があるよというのを我々はやってか

ないかんと思っています。 

 私、中部運輸局におりましたときに、バスだけではなくて、ほかの交通機

関、タクシーも含めてベストプラクティス集も作りました。いろんなノウハ

ウが蓄積しているところがあるので、それで展開するというのも重要だと

思っています。また、職員とも議論させていただきたいと思います。 

 それから、情報発信はやっぱり大事だと思います。御指摘いただいたよう

に、知事自身の考え方がなかなか分からんので、どうやって進んでいくかと

いうのは分からないという御指摘も当然だと思います。 

 そのために会見もやっているわけであります。週１回だけではなくて、ぶ

ら下がりもやっています。それから、県議会の場、全員協議会の場、発信を
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されていますけれども、そこで考え方もきちんと述べさせていただいており

ます。 

 また、なるべく早いタイミングで、新型コロナウイルス感染症が落ち着い

てからということになってしまいますけど、市町での対話ですね、これも４

月からは開始したいということで今準備を進めています。 

 それとは別に、ＳＮＳを使えばいいじゃないか、御議論あると思います。

今調べてもらいましたら、全国の知事で半分ぐらいの人がＳＮＳを使ってい

るということであります。 

 難しいところもありまして、私、国の公務員をやっていましたので、特に

インテリジェンス組織におりましたものですから、機密に触れる仕事をして

いまして、そういう人間は、結果においてやっぱりＳＮＳを使わないという

ことでありました。 

 なぜならば、当然使っても守秘義務に注意しなきゃいけない。それから、

職務専念義務があるので、勤務時間中は駄目ということになると、国の場合

はほとんどもう朝から晩まで仕事をしているものですから、なかなかできな

いといこともありまして、そこについてもうおのずからやらないという人間

が多かったんですね。 

 ただ、御指摘もいただきまして、ほかの県の知事の仕事のやり方も見なが

ら、今までの情報発信で十分かどうかということも検証しながら、ＳＮＳを

どう使っていくか考えてまいりたいと考えております。 

   〔19番 倉本崇弘議員登壇〕 

○19番（倉本崇弘） ありがとうございます。 

 情報発信については、ぜひ一度お考えをいただければと思います。私も別

に知事が情報発信をしていないということを言うつもりは全然なくてですね。

しっかり情報発信しようという努力をされているということは重々承知の上

で、それでもまだなお届いていないのは一体何なのかなというところを突き

詰めていくと、やはり直接ふれあう場というのがちょっと少ないのかなと感

じておりますので、ぜひ一度御検討をいただいて、できるだけ県民の皆さん
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一人ひとりに直接語りかけるような場面をつくっていただければなと思いま

す。 

 それでは、続きまして、財政運営について少しお伺いしたいと思います。 

 国でも、従来はプライマリーバランスを黒字化するということが至上命題

とされており、それ以外の考え方はあり得ないという、こういった雰囲気が

ありましたが、現在、少し潮目が変わってきたのかなと感じています。 

 時として、全ての状況でそれが許されるというわけではないと思いますが、

国債を積極的に発行して、大型の予算を編成して景気を浮揚させ、経済を成

長させるという積極財政というものが国でも唱えられるようになってきまし

た。 

 一方で、三重県の財政はというと、来年度の県債残高総額も４年ぶりに減

少してきています。 

 ここでちょっと資料を御覧いただければと思います。 

 （パネルを示す）まず、この資料は、当初予算のポイントという資料から

議会に示された資料を少し抜粋させていただいたものですが、まず、一般会

計の前年度対比４％増ということであります。来年度については４％増に

なっています。（パネルを示す）そして、過去最大の予算規模ということに

来年度はなっています。 

 その中で、（パネルを示す）公共事業費についても前年度対比で5.3％増

ということになっており、コロナ禍の厳しい環境に対応した予算になってお

り、予算額も一定確保をされているんだろうと思っています。 

 そこに加えて、（パネルを示す）経常収支適正度は0.1ポイントというこ

とですので、本当にごく僅かでありますが改善しています。県債残高総額に

ついては、先ほどもお話しさせていただいたように、４年ぶりにやや減少を

しているという結果が出ています。 

 知事も過去の議会答弁の中で、県債の発行についてはバランスが重要であ

るという発言をされています。当然そうなんだろうと思いますが、一方で、

来年度の当初予算調製方針の中では、相変わらず老朽化等の一部例外は認め
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ているものの、箱物の凍結というのは依然続けられています。 

 企業の会計に見立ててみると、企業の場合は、何らかの事業をやるときに

は当然それを借金で賄います。借金で賄い、後年、その売上げによって返済

していくという、これは当然のように借金するわけであります。 

 じゃ、県において、売上げというのは一体何に相当するのかといえば、私

はこれは県民の満足度だと思っています。この満足度を上げるために一定の

投資をしていくということは、ある程度許されるのではないか。先ほども少

し資料をお示しさせていただきましたが、少し財政状況も改善の兆しを見せ

つつある中、今までのように県債残高であったりとか公債費比率を過度に意

識する必要性はないのではないかと考えています。 

 むしろ重視されるべきは、県民の生活を、どのように県が安心して皆さん

が生活してもらえるような環境をつくるか、そのための投資をしっかりして

いけるのかどうかというところなんだろうと思いますが、県の県債等につい

ての考え方についてお伺いしたいと思います。 

○副議長（稲垣昭義） 答弁は簡潔に願います。 

   〔高間伸夫総務部長登壇〕 

○総務部長（高間伸夫） 御答弁申し上げます。 

 財政が非常に厳しいときに、財政の健全化に向けた集中取組を策定いたし

まして、その策定する中で投資的経費を抑制していく方向、その中で県有施

設の箱物の見送りという方針を出させていただいて、いろんな取組を少しず

つ続けていく中で、議員がおっしゃるとおり、大分収支等改善していくもの

はたくさん出てきました。 

 一方で、しかしながら、県債管理基金への積立不足額がいまだ105億円あ

る現状を踏まえると、なかなか箱物抑制の全て撤廃という形にはならないの

で、いずれにしても、いわゆる県民の安全・安心ですとか、あるいは地域経

済活動のさらなる活性化のために必要な投資については進めていくというこ

とは非常に重要やったと認識しておりますので、そこと発行する地方債のバ

ランスを十分に考えながら、しっかりと予算編成していきたいと考えており



－138－ 

ますので、よろしくお願いいたします。 

   〔19番 倉本崇弘議員登壇〕 

○19番（倉本崇弘） ありがとうございます。 

 少しかみ合っていない部分もありますが、必要に応じてしっかりとやって

いただければと思います。 

 以上で、私の代表質問を終わらせていただきます。ありがとうございまし

た。（拍手） 

○副議長（稲垣昭義） 以上で、各会派の代表による県政に対する質問を終了

いたします。 

 

休          憩 

○副議長（稲垣昭義） 暫時休憩いたします。 

午後２時40分休憩 

                                    

午後２時50分開議 

 

開          議 

○副議長（稲垣昭義） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

質          疑 
○副議長（稲垣昭義） 日程第２、議案第４号から議案第56号までを一括議題

とし、これに関する質疑を行います。 

 通告がありますので、順次発言を許します。11番 下野幸助議員。 

   〔11番 下野幸助議員登壇・拍手〕 

○11番（下野幸助） 鈴鹿市選挙区選出の新政みえ、下野幸助です。 

 代表質問が終わり、皆様お疲れのところ大変恐縮ですが、議長のお許しを

得ましたので、議案第５号、令和４年度当初予算議案に関する質疑として、

２点お伺いさせていただきたいと思います。15分という短い時間ですので、
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早速質問に入らせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 まず一つ目、デジタルトランスフォーメーション、ＤＸ人材育成推進事業

についてから、その中であります高齢者のデジタル活用研修事業、県民提案

枠事業、みんつく予算なんですが、そのことについてお尋ねしたいと思いま

す。 

 ここ数年、日本のデジタル活用は進んでおり、皆様がお持ちのスマート

フォンで簡単に動画を見たり、電車、新幹線、飛行機の切符予約、銀行決済

など、今の時期では、例えば確定申告の手続もスマートフォンでできるとい

うことで、社会全体でデジタル技術の活用が幅広く進んでまいりました。 

 一方で、このデジタル技術を使いこなせる方々と使いこなせない方々のデ

ジタル格差というのも生じているのが、今の課題であります。 

 2021年８月、総務省が情報通信政策研究所の調査結果といたしまして公式

に発表いたしました、令和２年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に

関する調査によりますと、日本全体において、スマートフォンと従来型携帯

電話、いわゆるガラケー、スマートフォンとガラケーの端末利用状況を見て

みますと、スマートフォンが92.7％、ガラケーが15.1％、一部重複しており

ますが、こういった割合でございます。 

 一方で、内閣府の世論調査によれば、70歳以上の高齢者の方々の約６割が

スマートフォンなど情報通信機器を利用していないという回答があります。 

 そこで、令和３年度から、県でも携帯電話ショップと先行して研修してい

るとお伺いしておりますが、令和４年度予算に、議案に盛り込まれている高

齢者のデジタル活用研修の具体的な内容、特に研修場所、頻度、サポートで

きる人数、そして広報対策などをお伺いいたしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

   〔三宅恒之デジタル社会推進局長登壇〕 

○デジタル社会推進局長（三宅恒之） 高齢者のデジタル活用研修事業につき

ましてその内容と、あと、広報とかをどうしていくのかということでお答え

させていただきます。 
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 先ほど御紹介ありました内閣府の調査の中でございますけれども、70歳以

上の方がスマートフォン等を利用していない理由として、多くの方が、複数

回答ですけれども、自分の生活には必要ないと思っているとか、あるいはど

のように使えばよいか分からないからと回答した方が多うございます。また、

情報漏えいや詐欺被害等のトラブルに遭うのではないか不安だからというよ

うな回答もございます。 

 デジタル社会の実現に向けましては、こういうデジタル格差の解消が重要

な課題となっていると認識してございます。 

 そのため、国のほうでは、スマートフォン等のデジタル技術の利活用に不

安がある高齢者層の解消に向けまして、令和３年度からデジタル活用支援推

進事業というのを実施してございます。 

 これは、携帯電話事業者がショップ内で実施する全国展開型と、それから

事業者が市区町村内で講座を開催する地域連携型というのがございまして、

国のほうでは、令和３年度からの５年間で、延べ1000万人の高齢者の受講を

目指しているというものでございます。 

 今回、県民提案枠事業といたしまして、複数の県民の方々から、携帯

ショップが近くにない地域での高齢者のスマートフォン講座の実施につきま

して御提案をいただきました。 

 令和４年につきましては、国の事業、令和３年度もあったんですけど、国

の事業で実施対象外となるような市町がございました、そういうところを中

心に県内全域で高齢者スマートフォン講座を受講していただけるように、市

町と調整しながら取り組んでまいりたいと思っております。 

 当事業では、県内約50か所、それから参加人数は約500名を予定してござ

います。 

 具体的な講座内容といたしましては、スマートフォンの基本操作とセキュ

リティー対策を予定しております。基本操作につきましては、電源の入れ方

やボタン操作をはじめ、電話のかけ方、カメラや地図、ＳＮＳの使い方など

を行いまして、必要に応じて、市町独自のアプリ等の使い方も講座内に含め
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ていきたいと考えてございます。 

 それから、セキュリティー対策につきましては、安全に利用できるよう、

詐欺やトラブルに遭う危険性等について学んでいただく内容で実施する予定

でございます。 

 また、会場は公民館等身近な場所を想定しておりまして、受講者募集の広

報に当たりましては、連携する市町に御協力いただきまして、従来の紙媒体、

広報紙とか回覧等の手段を用いて周知を行うなど、デジタルの利活用に不安

のある対象者に情報が行き届くように取り組んでまいります。 

 こうした事業を実施することによりまして、誰もがデジタルの恩恵が受け

られるように、国や市町と連携して取り組んでまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

   〔11番 下野幸助議員登壇〕 

○11番（下野幸助） ありがとうございます。 

 研修場所、頻度、人数等をお答えいただきました。50か所、500名という

御回答でありました。いろいろ調べてみますと、例えば三重県の人口、みえ

ＤＡＴＡＢＯＸという毎月出ている、三重県の人口約175万人って書いてあ

るんですけれども、その中の65歳以上の方が52万人ということで推計される

というところでございます。 

 一方で、52万人の高齢者の方でどれぐらいスマートフォン不慣れなのかな

というのを調べてみますと、内閣府の数字等を参照しますと大体６割の方、

三重県に照らし合わせますと30万人の高齢者の方が、このスマートフォンを

不慣れ、もしくは使ったことがないというような感じで推計されるというと

ころでございます。 

 先ほど総務省の取組は御紹介いただきましたけれども、これを県に落とし

込むと30万人規模の方がなかなか不慣れであろうと思われる中で、ちょっと

ボリューム感が500人、50か所というのが、なかなかまだ追いつかないのか

なと思います。 

 前段で申しましたとおり、これからデジタル技術がどんどん進んでいく中
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で、あれもこれももうスマートフォンでできる、スマートフォンができない

と逆に生活に支障が生じてくる、そんなことも出てくるかと思いますので、

アンケートの今調査結果、どのように使用すれば分からないかというのも回

答で多く出ていたというお話もありましたけれども、まさにそこの部分です

ね、しっかりと県民の多くの高齢者の方々に行き渡るように広報も考えてい

ただきたいと思います。 

 令和４年度当初予算はついておりますけれども、これがスタートというこ

とで、今後はますます多くの皆様に周知していただきますようにお願い申し

上げまして、一つ目の質問を終わらせていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、二つ目の質問に入らせていただきます。 

 教育委員会の中から、子どもたちの基礎となる力の育成についての部分か

ら、みえ子どもの元気アップ部活動充実事業5885万円余についてであります。 

 この事業は、御承知のとおり、中学校、高校の部活動の指導員を教職員の

代わりに地域の方々にお願いするということになっております。県や教職員

のメリットといたしましては、大きく分けて３点ほどメリットがあると思い

ます。 

 一つ目は、指導員不足の解消の一助を担っているとか、二つ目に、未経験

競技の技術指導責任者に対する教職員の精神的な負担を軽減する、さらには、

地域の人を採用しますから、より地域と連携した部活動が展開できたり、教

職員の異動に伴う指導力低下を軽減できると、こういったメリットもあるか

と思います。 

 令和４年度においては、この事業で運動部といたしましては、中学校、高

校合わせて110名、文化部といたしまして12名、合計122名の部活動指導員を

配置される予定となっております。令和３年度からは22名増員いたしました

と、この点は感謝を申し上げたいと思いますが。 

 一方で、部活動指導員の確保が難しいと各市町の担当者は言っています。

予算確保をする試みはするものの、やっぱり人材不足とか、任用要件のハー
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ドルが高い、給料が低いという課題が残っております。 

 そういったことで、私は思うんですけれども、部活動指導員の人材データ

バンクみたいなのを検討していただいたり、佐賀県では、大学生たちがふる

さと納税を活用してお金のほうも工面しているというような、この部活動指

導に特化してですよ、そういった取組もしているということを聞いておりま

す。 

 そこでお尋ねしたいのは、この部活動指導員の課題認識と令和４年度以降

の対応について教育長にお伺いしたいと思います。 

   〔木平芳定教育長登壇〕 

○教育長（木平芳定） 部活動指導員に関して御答弁申し上げます。 

 部活動指導員は、単独で専門的指導ができて、引率もできる外部指導者で

あり、国においては、その人材について指導する部活動に係る専門的な知識、

技能を有する人材が想定されるとしています。 

 県立学校では教員免許がある者、それから競技のコーチ資格がある者に加

えて、本年度から技術指導を行う運動部活動サポーターの経験がある者も任

用できるようにしたところです。 

 市町におきましても、中学校が必要としている競技種目に応じて、部活動

指導員の役割を果たせる人材をいかに確保するかが課題となっていたところ

です。 

 このため、県教育委員会では県スポーツ協会と連携して、指導可能な種目、

地域、学校種別などを明記した競技のコーチ資格を有する約460名の外部指

導者の方のリストを、昨年９月、市町教育委員会に提供したところです。そ

れから、今年１月、市町教育委員会と部活動の在り方について定期的に協議

を、意見交換する場を設けました。 

 今後もその場を活用して、例えば退職教員の候補者リストを作るなどの人

材活用の方法を検討することや、市町によって異なる任用条件、あるいは取

組に関しての課題を共有するなど、部活指導員の配置が進むように取組を今

後も進めていきたいと考えております。 
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   〔11番 下野幸助議員登壇〕 

○11番（下野幸助） ありがとうございます。早速対象者リストを掲げて提供

していただけるということで、ありがとうございます。 

 各市町の意見は、やっぱりなかなか、欲しいんだけど情報が不足している

という部分が多数聞きますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 また、この部活動指導員をサポートする意味では、大学を卒業した新卒の

教職員の方の、例えば４月から採用される、そういった新規の採用者の少し

前倒しをして、こういった部活動指導員のサポートに入ってもらうというこ

とも、できれば一度検討していただきたいなと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

 子どもの運動環境を聞くと、やっぱり新型コロナウイルス感染症の影響で

運動力の低下を大変私も懸念しているところであります。来年度以降は、引

き続きこの事業の名前のとおり、三重の子どもたちが元気を取り戻す、さら

にアップしてもらうことをお願い申し上げまして、議案質疑を終了とさせて

いただきたいと思います。ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（稲垣昭義） 21番 山本里香議員。 

   〔21番 山本里香議員登壇・拍手〕 

○21番（山本里香） 日本共産党の山本里香です。 

 議案第５号、来年度一般会計予算における雇用経済部の四日市コンビナー

トの競争力強化とゼロエミッションみえについて質疑いたします。 

 初めに、マゼラン500年、芭蕉200年、江戸川乱歩100年ですが、今年は四

日市公害訴訟判決から50年目を迎えます。私たちは大変つらい経験をしてき

ました。産業と暮らしや命を考える大きな課題を突きつけられ、そして、今

もなおそのせめぎ合いは続いていることを実感します。大気汚染、水質汚染、

そして今は環境においてはカーボンニュートラル、脱炭素です。環境生活部

を中心にあらゆる分野で取組が来年度も進められていくということになりま

す。 

 知事提案説明でも、カーボンニュートラルの取組を加速する大規模事業所
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がＣＯ２排出量が多いとし、脱炭素社会において、四日市コンビナートが競

争力を強化できるように取り組むと言及されました。また、強じんな美し国

ビジョンみえ（仮称）でもみえ元気プラン（仮称）でも記述があります。 

 雇用経済部では、これまでもコンビナートの競争力強化に支援してきまし

たが、さらに新規として、「ゼロエミッションみえ」駆動 成長産業育成・

競争力強化事業の一つとして取り組むということです。 

 三重県、そして四日市市の産業としては、やはり大きな位置を占めるコン

ビナート産業におけるゼロエミッション、カーボンニュートラルをどのよう

に進めていくのかお伺いいたします。 

   〔島上聖司雇用経済部長登壇〕 

○雇用経済部長（島上聖司） 四日市コンビナートに関しての取組について御

答弁を申し上げます。 

 現在、国内外におきまして、カーボンニュートラル実現に向けた動きが加

速する中で、コンビナートは新たなステージへと変革していくことが求めら

れていると認識しております。 

 本県四日市市の経済発展と地域の雇用を支えてきました四日市コンビナー

トにおきましても、この世界的な潮流に乗り遅れることなく、四日市市での

事業活動の優位性を高め、引き続き、地域経済の発展につなげていくことが

重要であると考えてございます。 

 このため、四日市コンビナートにおける新エネルギーサプライチェーンの

確立や新産業の創出に向けた方策等について、関係者が一堂に会しまして、

今後検討していきたいと考えておるところでございます。 

 また、カーボンニュートラル実現に向けまして、各企業が一丸となって取

組を進められるよう、研修会の開催などを始めまして、これらのコンビナー

トを担う人材の育成をしっかりと図っていきたいと考えてございます。 

 こうした取組を通じまして産学官がベクトルを合わせるとともに、各企業

の事業を有機的に結びつけ、四日市コンビナートの競争力強化を図ってまい

りたいと考えております。 
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   〔21番 山本里香議員登壇〕 

○21番（山本里香） 新たなステージへということで、今後検討する研修会や、

産学官で力を合わせてこれから進めていく想定だという形の御回答だったと

思います。 

 ＣＯ２の大半は化石燃料を燃やすことで排出されますから、2050年からは

化石燃料を一切使いませんよと宣言しているようなことなんですね、今の流

れというのは。石油産業は燃料としての石油を売ってはいけませんよという

ことになっていくわけです。 

 これまでも四日市コンビナートでは、あの隆盛のときはいずこへといった

状況の中で、様々に研究されて多様な対応をされてきていますけれども、や

はり石油業界にとっては死活問題です。三重県や四日市市にとっても産業の

大きな課題です。 

 ただ、燃料以外のナフサや、そしてアスファルトやコークスなどは燃やす

ものではないですので、ＣＯ２は排出しませんから、これが２割ほどと言わ

れている。でも、この２割で仕事はできていかないという状況ですから、こ

の競争力強化という言葉よりも、まず、この再生と、それから再構築という

ことがコンビナートの事業者の皆さん、そして県や市には大変なこととして

かかってくると思います。 

 燃料の国内販売と輸出が全く消滅してしまうということになるのであれば、

製油所で精製している石油製品の量は、さっき言ったように５分の１に営業

がなってしまうということなんですね。 

 また、四日市市が実施したコンビナート企業のアンケート、これは昨年度

出た書類によりますと、産業と環境を両立しつつ、事業活動に伴うＣＯ２排

出量を大幅に削減する取組も重要と考えられますが、あなたの事業所におい

てはこうした取組はいかがですかと、コンビナート事業所にアンケートを

取ったそうです。 

 その中で、具体的な計画は今はないが、今後実行したいというところが

47.6％、そして、実行は困難であるとお答えいただいたのが、その時点です
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けれども、41.6％だったということで、大変なこれから取組になっていくと

思います。 

 各会社ではそれぞれにもう既に取り組んでいらっしゃるはずですけれども、

石油産業にとって大きなピンチである脱炭素化ですけれども、これは必要な

ことです。 

 それだけに、産業政策になるのかどうかという声も先ほどありましたけれ

ども、三重県の産業の屋台骨の一つですので、よく以前に言われましたね、

ピンチはチャンスだ、私はあまり好きな言葉ではないんですけれども、これ

をチャンスとして、好機と捉えて、人に優しい、地球に優しい産業展開、こ

れがゼロエミッション、あと、環境バリューを高めることということが必要

であると考えての来年度予算から、これからの取組だと思っておりますので、

その点でしっかりと頑張っていただきたいと思います。 

 そこで、この四日市公害訴訟判決から50年ということ、これが、ここから

やっぱり各地方の、地方行政の中の環境行政が始まったと考えています。 

 背景には、自分たちの健康や地球環境を守ろうと闘った人たちがいて、ば

い煙と健康被害の因果関係を立証した研究者がいて、総量規制に踏み切った

行政があって、公害防止技術の向上に努めた企業があって、これは一体と

なって、これまで50年進めてきました。 

 それぞれの当事者が問題解決に向けて取り組んできた歴史がありますけれ

ども、この50年、500年にはちょっと大分届きませんが、この50年という節

目の年に、この今カーボンニュートラル、ＣＯ２排出ゼロということの取組

へ切り替えていくという提案はとても好機というか、これが一つの節目であ

ると思いますが、少し予算書の中の事業をいろいろ見ても、この50年の節目

と今の環境行政をリンクさせるような取組が見当たりません。 

 それで、もう過去のものになってしまったのかなと、ちょっとこの四日市

公害について心配をするわけですけれども、先ほども申したように、知事が

10年、５年と目指すビジョンやプランの中にもきちんと書き込みをされて、

そして、１年目の予算としての来年度になります。 
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 今改めて、四日市公害が発生した社会的、経済的背景や公害の発生メカニ

ズムなどを検証することは、これから産業と環境を両立させていくというこ

との中でとっても大切なことだと思うのですが、知事にお伺いしたいと思い

ます。 

 四日市コンビナートの競争力強化と四日市公害訴訟判決50年を迎えるに当

たってのお考えをお聞かせください。 

   〔一見勝之知事登壇〕 

○知事（一見勝之） 私らのちっちゃいときは、テレビで、ニュースで、公害

のことが出ない日はなかったですね。それから、小学校のときにも三重のす

がたという冊子がありまして、社会の授業ですね、それで副読本として与え

られまして、やっぱりそこにも公害の話、四日市公害で苦しんでいる人たち

がおられるという話、それから、どうやってこれを乗り越えてきたかという

のもありました。 

 今、その比率というのは、やっぱりちょっとニュースの中でも少なくなっ

てはきてはいるんですが、今でも318名の公害健康被害を持たれている方が

おられるということでありまして、ちょうど今年の７月が四日市公害裁判の

判決から50年の節目ということであります。 

 起こった原因は様々分析されていますが、高度経済成長期であって、やは

り経済優先せなあかんということでやってきたと。ところが、それは問題

だったというので、環境省もできましたけど、環境法令ができました。県も

四日市市と連携しまして、公害防止条例もつくりました。 

 それから、コンビナート企業も、四日市地域環境対策協議会というのを設

立して、県や市と共に環境の保全に取り組んできたと、いろんな人の努力が

あって、四日市市の空は少しずつきれいになってきている、こういうことだ

と思っています。 

 ポイントは、やはり改めて検証するということも重要かもしれませんが、

やっぱりこの経験を決して風化させやんということが大事やと思っています。

それは戦争もそうですし、それから災害もそうですし、東日本大震災みたい



－149－ 

な、それから新型コロナウイルス感染症もそうやと思うんですけど、災いと

いうものの記録、記憶を決して風化させない、これが重要なことやと思って

います。 

 したがいまして、ゼロエミッションみえのプロジェクトと並んで議論する

かどうかは別にして、やっぱり環境問題というのは、引き続き、三重は環境

先進県と言われていますので、その部分は力を落とさないようにしっかりと

やっていくと。引き続き、県民の命と暮らしを守る県政ということでやって

いくべきと考えているところであります。 

   〔21番 山本里香議員登壇〕 

○21番（山本里香） ありがとうございます。 

 検証は別として、このことは大切なこととして、今までの歴史というか事

実としてきちんと押さえていくことだとお答えいただいたんだと思います。 

 今、現在も苦しんでおられる方がいらっしゃるということと、認定患者は

今、亡くなられた方ももちろんいますけれども、2200名を超え、そして６名

の方が苦しさのあまりに自死されていたということからこの訴訟が起こり、

そしてまた判決につながり、今の環境行政ができてきているというふうに、

その歴史を大事にしたいと思います。 

 知事は今、事実、歴史、戦争も含めてということをおっしゃいましたけれ

ども、私、感動いたしました。知覧の特攻兵士の手紙、竹内浩三の「骨のう

たう」を本当に声を詰まらせておっしゃった、その知事の感性に本当に感動

いたしたんですけれども、全ての四日市公害においても患者の苦悩であると

か、地域の皆さんの焦燥ですね、それからよく言われる、９歳で四日市ぜん

そくで苦しみながら命尽きた少女の話、これらのことをきっときっと今の御

答弁では届いていると信じております。 

 四日市コンビナート、私は現在、悪だとは思っていません。これがしっか

りしていかないと、四日市市も三重県も成長の一つとしてね。ただ、この環

境とかゼロエミッション全ての今後の新しいステージの中で、新しい価値を

見つけて、そして一緒になって頑張っていただけると、それを支援していた
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だくその手始めの来年度、検討を始める。そしてまた、産学官で会議体など

もつくっていただいてということですけれども、大きく期待いたしますし、

しっかりと進めていただきたい。時は金なりといいますか、時間はもう刻々

と進んでまいりますので、そのことをお願いいたしまして、質疑を終わりと

させていただきます。ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（稲垣昭義） 22番 稲森稔尚議員。 

   〔22番 稲森稔尚議員登壇・拍手〕 

○22番（稲森稔尚） 皆さん、お疲れさまです。伊賀市選挙区選出、草の根運

動いがの稲森稔尚です。 

 議案第５号に関する質疑といたしまして、まず、医師確保対策事業につい

てお伺いしたいと思います。 

 2019年度に策定されました三重県医師確保計画は、全国ベースで都道府県

ごと及び二次医療圏ごとの医師数を統一的、客観的に比較、評価した医師偏

在指標が厚生労働省において算定され、これに基づき、都道府県が医師少数

区域、医師多数区域等を設定し、医師確保の方針、確保すべき目標医師数、

目標医師数を達成するための施策という一連の方策を定め、医師少数区域に

おける医師の確保を行い、偏在是正につながる取組を推進していただいてい

るところです。 

 2016年末の調査では、三重県の人口10万人当たりの医師数は、全国平均で

240.1人に対し217人で、特に病院勤務医においては、全国平均159.4人に対

し134.8人と深刻な医師不足の状況にあり、医師少数県と位置づけられてい

ます。 

 医師確保計画によりますと、2018年時点の医師数が4001人であるところ、

2023年に4168人、2036年には4436人という目標を立てています。 

 そこで、これまでの医師確保計画に基づく取組に対してどのような成果が

上がっているのか、その進捗状況をお聞きしたいと思います。 

 また、二次医療圏としては、医師多数とされる地域であっても、局地的に

医師が不足している地域を医師少数スポットとして指定いたしました。特に
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伊賀地域では、中勢伊賀二次医療圏となりますが、三重大学医学部附属病院

などがある津市は、医師数が人口10万人当たり、県内で最も多い371人に対

して、伊賀地域は県内で最も少ない149人にとどまっています。 

 そこで、伊賀地域の医師数はどのように改善しているのかということも伺

いたいと思います。 

 また、三重大学医学部の入試の地域枠、地元出身枠についても、導入から

15年が経過しています。この取組もどのような成果があるのか確認した上で、

新年度においてどのような医師確保対策に取り組んでいくのか、以上４点お

尋ねいたします。 

   〔加太竜一医療保健部長登壇〕 

○医療保健部長（加太竜一） 医師確保に関して何点か御質問いただきました

ので、順次お答えさせていただきます。ちょっと順不同になるか分かりませ

んが、まとめてお答えさせていただきます。 

 まず、本県の医師数の状況でございます。令和２年度、医師・歯科医師・

薬剤師統計という、隔年で国のほうが調査しているものでございますが、直

近が令和２年になるわけでございますが、これが本年３月に公表予定という

ことでまだ出ておりませんので、直近の公表分として把握しておりますのが

平成30年の医師数でございまして、先ほど議員からも御紹介ありましたが、

それによると4001人ということでございまして、人口10万人当たりでは

223.4人となり、全国順位でいくと36位となってございます。 

 これは、10年前の平成20年と比較した場合ですと、579名の増、率にして

17％増であり、人口10万人当たりで見ますと40.9人の増、率にして22％増と

なっておりまして、増加傾向にはございますが、まだまだ不足している状況

と認識しております。 

 伊賀区域の医師数の状況でございますが、伊賀区域の医師数は、同じ統計

によりますと240人ということで、人口10万人当たりでは145.3人となってご

ざいまして、同じく10年前と比較した場合ですと32名の増、率にして15％増、

人口10万人当たりで見ますと29.9人の増、率にして26％増となってございます。 
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 次に、医師確保計画による取組の成果ということでございます。 

 令和２年３月に策定いたしました三重県医師確保計画では、議員からも御

紹介がございました、国が策定をいたしました医師偏在指標におきまして、

本県は医師少数都道府県に位置づけられておりまして、また、県全体の医師

不足とともに、地域における医師の偏在もあると課題認識の下、令和２年度

からの４年間の計画期間において、まずは、医師の総数を確保するとともに、

医師少数スポットを設定しまして、優先的に医師不足地域への医師の派遣調

整を行う体制を整備するなど、偏在の解消に向けた取組を行うこととしてお

ります。 

 具体的には、三重大学内に設置をしております地域医療支援センターの体

制を強化いたしまして、センターにおいて医師のキャリア形成支援と医師不

足地域への派遣調整を一体的に行うことにより、伊賀市をはじめとする県内

の医師少数スポット等におきまして、地域枠医師等が地域医療に貢献いただ

くための体制づくりを進めております。 

 その結果でございますが、県が独自に調査しております病院勤務医師数調

査では、これは病院に勤務する医師、常勤医師の数でございますが、伊賀区

域における常勤医師数は、令和２年度には119名でございましたが、令和３

年度は123名と、若干でございましたが医師数が増加する傾向でございます。 

 なお、地域枠医師についてのお尋ねもございましたが、地域枠医師につい

ては、今までの全体で県内定着率が95％ということになっておりまして、か

なり県内の医師不足の解消に貢献していただいたと考えてございます。 

 引き続き、地域医療支援センターの取組を通じまして、地域枠医師の県内

定着と地域医療への貢献に努めてまいりたいと思います。 

 また、令和４年度につきましても、医学部を卒業した医師が県内に定着し

て、地域医療に貢献いただくまでには、入学後最低10年程度の年月を要する

ということで、令和４年度につきましても、将来の地域医療の維持も視野に

入れながら、引き続き、医師の総数確保と偏在解消のための取組を進めてい

きたいと考えてございます。 
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   〔22番 稲森稔尚議員登壇〕 

○22番（稲森稔尚） 分かりました。 

 また令和２年度が３月に数字が出るということで、そういう数字を見なが

ら、どういう効果があって、どういう課題があるのかということをしっかり

検証していただきたいと思いますし、地域枠についてももっと増やしていっ

ていただきたいと思います。 

 その辺はぜひ知事がリーダーシップを執っていただいて、医療関係者だけ

で決めていくのではなく、やっぱり政治の力というか、行政の力で一緒に

なって医療政策をつくっていっていただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

 それでは、森林情報利活用推進事業について質問します。 

 森林経営管理法に基づく森林の適切な管理の推進ということはもちろん求

められているわけなんですけれども、航空レーザ測量等で得られた詳細な森

林資源の情報は、経営の可否判断や今後の森林整備の方針を決めるに当たっ

て役立つ情報だと言えます。 

 現在は、県の森林クラウドを利用しなければ閲覧できない森林資源解析成

果を、森林所有者を含めた幅広い県民の皆さんに公開することは、詳細な森

林情報へのアクセス性を向上させ、関心が乏しくなっている森林への関心を

高めるとともに、適切な森林管理に寄与するものです。 

 そこで、本事業の目標とするものは何か、特に森林所有者に向けた狙いに

ついて、農林水産部長の見解をお聞かせいただきたいと思います。 

   〔更屋英洋農林水産部長登壇〕 

○農林水産部長（更屋英洋） それでは、森林情報利活用促進事業に関する狙

いなどについてお答えします。 

 県では、災害に強い森林づくりや効率的な森林管理を促進するため、令和

元年度から航空レーザ測量を実施しています。これまでに12市町、約15万ヘ

クタールの樹木の高さや種類、密度などの詳細な森林情報、精度の高い地形

データを収集しているところです。 
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 この航空レーザ測量で得られた各種データは、森林情報を一元的に管理す

るシステムで閲覧することが可能ですが、所有者の氏名や地番などの個人情

報を扱っているため、現在、市町や森林組合などに閲覧を限定している状況

にあります。 

 こうした中、県民提案枠事業のアイデア募集において、県民の方から、自

身が所有する森林情報を県の地理情報システムで閲覧できるようにするとい

う御提案をいただき、令和４年度当初予算において、森林情報利活用促進事

業として事業化したところです。 

 本事業は、これまで市町や森林組合などに閲覧が限定されていた航空レー

ザ測量で得られた各種データについてインターネット上に公開することで、

森林所有者が現地に行かず、森林の現状を把握することが可能となり、自身

の森林の伐採時期などを判断する材料としていただくことにより、適切な森

林管理を推進することとしています。 

 また、将来的には詳細な森林情報を基に林業のスマート化を進め、効率的

な森林管理を促進することで、森林所有者の所得の向上、さらには、森林管

理意欲の向上につなげていきたいと考えています。 

   〔22番 稲森稔尚議員登壇〕 

○22番（稲森稔尚） ありがとうございました。 

 将来に向けた森林所有者の方の経営の意欲を高めていこうということは、

目標として理解いたしました。 

 今回、提供していただけるデータがどういうものかといいますと、（実物

を示す）これ、細かいんですけど、10メートル、10メートルの単位で比較的

粗い感じで、大体この辺に杉がこれぐらいあるだろう、これぐらいのヒノキ

があるだろうということで、かつ、これは住所を検索することとかもできな

いということで、一方で、（実物を示す）これが秋田県のものなんですけれ

ども、ここで住所を検索することもできて、非常にクリアに検索をするとい

うことなんですけれども、この精度で本当に森林所有者の方に必要な情報が

届いて、かつ経営意欲というものを刺激し得るものなんだろうか、その辺を
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改めてお聞かせいただきたいと思います。 

 もう１点なんですけれども、森林法の改正に伴って、林地台帳の情報を市

町で閲覧することが可能になっていますが、静岡県や秋田県では非常に進ん

でいると聞いていますが、この林地台帳の公開をどういうふうに進めていく

考えがあるのか、その辺についても一言お聞かせをいただきたいと思います。 

○副議長（稲垣昭義） 答弁は簡潔に願います。 

   〔更屋英洋農林水産部長登壇〕 

○農林水産部長（更屋英洋） 森林の情報はいろいろございまして、例えば個

人情報とか、その人が特定されるとか、そういうところがございますので、

今回、インターネット上に公開するのはそこまで入っていない情報でありま

す。 

 どこまで公開していくかというのは森林所有者の意向も確認しながら、ど

ういう情報があればいいかというのを十分に確認して、どこまで公開するか

を検討していきたいと思います。 

   〔「林地台帳」と呼ぶ者あり〕 

○農林水産部長（更屋英洋） 林地台帳の件につきましても、他県の例とか参

考にしながら、どういった情報が公開できるかを併せて検討していきたいと

思います。 

   〔22番 稲森稔尚議員登壇〕 

○22番（稲森稔尚） ありがとうございました。 

 今回、県民提案で大きな一歩を踏み出していただいたということは思って

いますので、これからもしっかりと精度を高めて、森林所有者の関心を呼び

起こしていけるようにやっていっていただきたいと思います。 

 ちょっと時間がまだあるので、林地台帳の整備をどうしていくかという何

かスケジュール的な感覚というのはあるんでしょうか。静岡県とかではかな

り進んできているようなんですけど、秋田県とかですが、いかがでしょうか。 

○副議長（稲垣昭義） 答弁は簡潔に願います。 

   〔更屋英洋農林水産部長登壇〕 
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○農林水産部長（更屋英洋） まず、令和４年度で新しい事業に取り組みます

ので、その成果とか問題点を把握した上で、今後のスケジュールも検討して

まいりたいと思います。 

   〔22番 稲森稔尚議員登壇〕 

○22番（稲森稔尚） 分かりました。 

 また引き続き議論させていただきたいと思いますが、例えばこれからＪ－

クレジットの制度が進んでいったりとか、森林の可能性というのはこれから

ますます高まっていきますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。

ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（稲垣昭義） 以上で、議案第４号から議案第56号までに関する質疑

を終了いたします。 

 

議 案 付 託 

○副議長（稲垣昭義） お諮りいたします。ただいま議題となっております議

案第４号から議案第56号までは、お手元に配付の議案付託表のとおり、それ

ぞれ所管の常任委員会に付託いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（稲垣昭義） 御異議なしと認めます。よって、本件はそれぞれ所管

の常任委員会に付託することに決定いたしました。 

                                    

議 案 付 託 表 

 総務地域連携デジタル社会推進常任委員会 

議案番号 件          名 

２９ 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案 

４５ 包括外部監査契約について 

５０ 財産の処分について 
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 戦略企画雇用経済常任委員会 

議案番号 件          名 

２４ 三重県個人情報保護条例の一部を改正する条例案 

 

 環境生活農林水産常任委員会 

議案番号 件          名 

２３ 
三重県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行
条例案 

２６ 
三重県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する
条例案 

３８ 
地方税法第三十七条の二第一項第四号の寄附金及び当該
寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定める条例の
一部を改正する条例案 

 

 医療保健子ども福祉病院常任委員会 

議案番号 件          名 

２２ 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、
設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令及び
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備
及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を
改正する省令の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
案 

２５ 
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人
情報の提供に関する条例の一部を改正する条例案 

３６ 
三重県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定め
る条例の一部を改正する条例案 

３７ 三重県公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例案 
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４２ 三重県病院事業条例の一部を改正する条例案 

５１ 
地方独立行政法人三重県立総合医療センター第三期中期
計画の認可について 

５２ 
公立大学法人三重県立看護大学が徴収する料金の上限の
変更の認可について 

 

 防災県土整備企業常任委員会 

議案番号 件          名 

４９ 財産の取得について 

５４ 鈴鹿青少年の森の指定管理者の指定について 

 

 教育警察常任委員会 

議案番号 件          名 

３９ 公立学校職員定数条例の一部を改正する条例案 

４１ 
三重県立鈴鹿青少年センター条例の一部を改正する条例
案 

４３ 三重県暴力団排除条例の一部を改正する条例案 

５３ 特定事業契約について 

５５ 
三重県立鈴鹿青少年センターの指定管理者の指定につい
て 

 

 予算決算常任委員会 

議案番号 件          名 

４ 令和３年度三重県一般会計補正予算（第１８号） 

５ 令和４年度三重県一般会計予算 
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６ 令和４年度三重県県債管理特別会計予算 

７ 
令和４年度地方独立行政法人三重県立総合医療センター
資金貸付特別会計予算 

８ 令和４年度三重県国民健康保険事業特別会計予算 

９ 
令和４年度三重県母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付
事業特別会計予算 

１０ 
令和４年度三重県立子ども心身発達医療センター事業特
別会計予算 

１１ 
令和４年度三重県就農施設等資金貸付事業等特別会計予
算 

１２ 令和４年度三重県地方卸売市場事業特別会計予算 

１３ 令和４年度三重県林業改善資金貸付事業特別会計予算 

１４ 
令和４年度三重県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計予
算 

１５ 
令和４年度三重県中小企業者等支援資金貸付事業等特別
会計予算 

１６ 令和４年度三重県港湾整備事業特別会計予算 

１７ 令和４年度三重県水道事業会計予算 

１８ 令和４年度三重県工業用水道事業会計予算 

１９ 令和４年度三重県電気事業会計予算 

２０ 令和４年度三重県病院事業会計予算 

２１ 令和４年度三重県流域下水道事業会計予算 

２７ 
知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の一部を改
正する条例案 

２８ 
会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関す
る条例の一部を改正する条例案 

３０ 三重県手数料条例の一部を改正する条例案 
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３１ 三重県行政書士試験手数料条例の一部を改正する条例案 

３２ 
三重県消防、火薬、高圧ガス及び電気関係手数料条例の
一部を改正する条例案 

３３ 
三重県試験研究機関関係工業等に係る設備等使用料及び
試験等手数料条例の一部を改正する条例案 

３４ 三重県警察関係手数料条例の一部を改正する条例案 

３５ 
三重県国営土地改良事業負担金等徴収条例の一部を改正
する条例案 

４０ 
公立学校の会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末
手当に関する条例の一部を改正する条例案 

４４ 
三重県社会福祉士及び介護福祉士修学資金返還免除に関
する条例を廃止する条例案 

４６ 農林水産関係建設事業に対する市町の負担について 

４７ 
国営宮川用水土地改良事業に係る償還に対する市町の負
担について 

４８ 土木関係建設事業に対する市町の負担について 

５６ 令和３年度三重県一般会計補正予算（第１９号） 

                                    

先 議 議 案 の 審 査 期 限 
○副議長（稲垣昭義） この際、お諮りいたします。 

 議案第４号及び議案第56号は先議いたしたいので、会議規則第36条第１項

の規定により、２月28日までに審査を終えるよう期限をつけることといたし

たいと存じますが、御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（稲垣昭義） 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

 これをもって本日の日程は終了いたしました。 
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休          会 

○副議長（稲垣昭義） お諮りいたします。明25日から27日までは休会といた

したいと存じますが、御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（稲垣昭義） 御異議なしと認め、明25日から27日までは休会とする

ことに決定いたしました。 

 ２月28日は定刻より県政に対する質問を行います。 

 

散          会 

○副議長（稲垣昭義） 本日はこれをもって散会いたします。 

午後３時36分散会 


